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 令和元年余市町議会第４回定例会会議録（第１号） 

 

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ３時００分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  令和元年１２月１２日（木曜日）      

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     会              

  令和元年１２月１２日（木曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長 １２番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １７番 土 屋 美奈子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番 近 藤 徹 哉 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 内 海 博 一 

      〃      ６番 庄   巖 龍 

      〃      ７番 吉 田 浩 一 

      〃      ８番 茅 根 英 昭 

      〃      ９番 彫 谷 吉 英 

      〃     １０番 寺 田   進 

      〃     １１番 白 川 栄美子 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 山 本 正 行 

      〃     １８番 岸 本 好 且 

 

 〇欠 席 議 員  （０名）        

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  齊 藤 啓 輔 

    副    町    長  細 山 俊 樹 

    総  務  部  長  須 貝 達 哉 

  総 務 課 長  増 田 豊 実 

  企 画 政 策 課 長  阿 部 弘 亨 

  地 域 協 働 推 進 課 長  小 黒 雅 文 

  財 政 課 長  髙 橋 伸 明 

  税  務  課  長  紺 谷 友 之 

  民 生 部 長  前 坂 伸 也 

  福 祉 課 長  照 井 芳 明 

  子育て・健康推進課長  芹 川 かおり 

  保 険 課 長  羽 生 満 広 

  環 境 対 策 課 長  成 田 文 明 

  経 済 部 長  渡 辺 郁 尚 

  農 林 水 産 課 長  濱 川 龍 一 

  商 工 観 光 課 長  橋 端 良 平 

  建 設 水 道 部 長  山 本 金 五 

  建 設 課 長  篠 原 道 憲 

  まちづくり計画課長  千 葉 雅 樹 

  下 水 道 課 長  庄 木 淳 一 

  水 道 課 長  中 村 利 美 

  会計管理者（併）会計課長  秋 元 直 人 

  農業委員会事務局長  水 野 貴 司 

  教 育 委 員 会 教 育 長  佐々木   隆 

  教 育 部 長  上 村 友 成 

  学 校 教 育 課 長  髙 田 幸 樹 
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  社 会 教 育 課 長  奈 良   論 
 
  選挙管理委員会事務局長 
               中 島   豊 
  （併）監査委員事務局長 
 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  書         記  細 川 雄 哉 

  書         記  小 林 宥 斗 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

      行政報告             

  第 ３ 令和元年余市町議会第３回定例会付 

      託 認定第 １号 平成３０年度余 

      市町水道事業会計決算認定について 

      （平成３０年度余市町水道事業会計 

      決算特別委員会審査結果報告）   

  第 ４ 令和元年余市町議会第４回臨時会付 

      託 認定第 １号 平成３０年度余 

      市町一般会計歳入歳出決算認定につ 

      いて               

  第 ５ 認定第 ２号 平成３０年度余市町 

      介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

      について             

  第 ６ 認定第 ３号 平成３０年度余市町 

      国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

      認定について           

  第 ７ 認定第 ４号 平成３０年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

      算認定について          

  第 ８ 認定第 ５号 平成３０年度余市町 

      公共下水道特別会計歳入歳出決算認 

      定について（以上５件、平成３０年 

      度余市町各会計決算特別委員会審査 

      結果報告）            

  第 ９ 議案第 １号 令和元年度余市町一 

      般会計補正予算（第６号）     

  第１０ 議案第 ２号 令和元年度余市町介 

      護保険特別会計補正予算（第３号） 

  第１１ 議案第 ３号 令和元年度余市町公 

      共下水道特別会計補正予算（第１号） 

  第１２ 議案第 ４号 令和元年度余市町水 

      道事業会計補正予算（第２号）   

  第１３ 議案第 ６号 職員の分限について 

      の手続及び効果に関する条例等の一 

      部を改正する条例の一部を改正する 

      条例案              

  第１４ 議案第 ７号 余市町職員給与条例 

      の一部を改正する条例案      

  第１５ 議案第 ９号 余市町議会議員の議 

      員報酬及び費用弁償等に関する条例 

      の一部を改正する条例案      

  第１６ 議案第１０号 余市町特別職の職員 

      の給与及び旅費並びにその支給方法 

      に関する条例及び余市町教育長の給 

      与及び勤務時間等に関する条例の一 

      部を改正する条例案        

  第１７ 議案第１１号 余市町教育委員会委 

      員の任命につき同意を求めることに 

      ついて              

  第１８ 一般質問             

                              

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和元年余

市町議会第４回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告６件、議案11件、他に一般質問と議長

の諸般報告並びに行政報告です。 
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〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号11番、白川議員、議席番号13番、安

久議員、議席番号14番、大物議員、以上のとおり

指名いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇４番（藤野博三君） 令和元年余市町議会第４

回定例会開催に当たり、昨日午前10時より委員会

室におきまして議会運営委員会が開催されました

ので、その審議経過並びに結果につきまして私か

らご報告申し上げます。 

 委員７名の出席のもと、さらに説明員として細

山副町長、須貝総務部長、増田総務課長の出席が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 今期定例会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告６件、議案11件、一般質問は13 名によ

ります16件、他に議長の諸般報告と行政報告でご

ざいます。 

 会期につきましては、本日より12月17日までの

６日間と決定しましたことをご報告申し上げま

す。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 令和元年余市町議会第３回定例会付託にかかわ

る日程第３、認定第１号 平成30年度余市町水道

事業会計決算認定についてにつきましては、平成

30年度余市町水道事業会計決算特別委員会審査結

果報告でありますので、即決にてご審議いただく

ことに決しました。 

 令和元年余市町議会第４回臨時会付託にかかわ

る日程第４、認定第１号 平成30年度余市町一般

会計歳入歳出決算認定について、日程第５、認定

第２号 平成30年度余市町介護保険特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第６、認定第３号 平

成30年度余市町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第７、認定第４号 平成30年

度余市町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について、日程第８、認定第５号 平成30年度

余市町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、以上５件につきましては、それぞれ関連が

ございますので、一括上程の上、平成30年度余市

町各会計決算特別委員会審査結果報告であります

ので、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第９、議案第１号 令和元年度余市町一般

会計補正予算（第６号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第10、議案第２号 令和元年度余市町介護

保険特別会計補正予算（第３号）につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第11、議案第３号 令和元年度余市町公共

下水道特別会計補正予算（第１号）につきまして

は、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第12、議案第４号 令和元年度余市町水道

事業会計補正予算（第２号）につきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第13、議案第６号 職員の分限についての

手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条

例案につきましては、即決にてご審議いただくこ

とに決しました。 

 日程第14、議案第７号 余市町職員給与条例の

一部を改正する条例案につきましては、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

 日程第15、議案第９号 余市町議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例案、日程第16、議案第10号 余市町特別職

の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関す
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る条例及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例案、以上２件に

つきましては、それぞれ関連がございますので、

一括上程の上、即決にてご審議いただくことに決

しました。 

 日程第17、議案第11号 余市町教育委員会委員

の任命につき同意を求めることについてにつきま

しては、即決にてご審議いただくことに決しまし

た。 

 日程第18、一般質問は、13名による16件です。 

 日程第19、議案第５号 余市町会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例案につきまし

ては、所管の総務文教常任委員会に閉会中といえ

ども審査、調査のできることをつけ加え、付託す

ることに決しました。 

 日程第20、議案第８号 余市町ふるさと応援寄

附条例の一部を改正する条例案につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から17日まで

の６日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から17日まで

の６日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 地方自治法第235条の２第３項の規定によりま

す例月出納検査の結果報告が監査委員からありま

したので、その写しを配付しておりますので、ご

了承願います。 

 次に、去る11月12日、後志町村議会議長会によ

る北海道横断自動車道の早期整備に関する要望活

動が実施され、お手元に配付の内容のとおり関係

省庁、道内選出国会議員に要請しておりますので、

ご報告いたします。 

 次に、去る11月13日、東京ＮＨＫホールにおい

て全国町村議会議長会創立70周年記念式典、あわ

せて第63回町村議会議長全国大会並びに第44回豪

雪地帯町村議会議長全国大会が開催され、来賓と

して安倍内閣総理大臣、大島衆議院議長、山東参

議院議長、高市総務大臣、北村まち・ひと・しご

と創生担当大臣、二階自由民主党幹事長、荒木全

国町村会長、他に各地方選出国会議員を迎え、お

手元に配付の大会決議並びに特別決議等を採択さ

れましたことをご報告申し上げます。なお、それ

ぞれの詳細につきましては、関係書類を事務局に

保管してありますので、必要な場合ごらんいただ

きたいと思います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

                       

〇議長（中井寿夫君） 次に、町長から申し出の

ありました行政報告について発言を許します。 

〇町長（齊藤啓輔君） 下水道広域化推進総合事

業について行政報告申し上げます。 

 北後志５カ町村のし尿及び浄化槽汚泥の処理に
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つきましては、現在北後志衛生施設組合の北後志

衛生センターにおいて広域的に処理が行われてい

るところであります。当センターは昭和45年の供

用開始から49年が経過し、施設の老朽化が進んで

おりますことから、この間北後志５カ町村で今後

のし尿及び浄化槽汚泥の処理のあり方について協

議、検討が重ねられてきたところであります。本

年３月１日付で、北後志衛生施設組合から本町に

対しまして余市下水処理場において処理を行う下

水道広域化推進総合事業により対応願いたい旨の

要請書が提出されたところでございます。本町と

いたしましては、能力的に北後志５カ町村のし尿

等を本町の下水処理場で受け入れることは可能で

あり、効率性、経済性が高い下水道広域化推進総

合事業を導入することが最良であるとの判断に至

り、さらには地域住民との説明会を開催し、一定

程度の理解を得られたことから、北後志衛生施設

組合の要請について同意したいと考えております

ので、議員各位の特段のご理解を賜りますようお

願い申し上げます。 

 以上、下水道広域化推進総合事業についての行

政報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で町長からの行政報

告を終わります。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、令和元年第３回定

例会において付託にかかわる日程第３、認定第１

号 平成30年度余市町水道事業会計決算認定につ

いてを議題といたします。 

 この際、平成30年度余市町水道事業会計決算特

別委員会委員長から審査結果の報告を求めます。 

〇18番（岸本好且君） ただいま上程されました

令和元年余市町議会第３回定例会において平成

30年度余市町水道事業会計決算特別委員会設置付

託にかかわる認定第１号 平成30年度余市町水道

事業会計決算認定について、その審査の経過並び

に結果につきましてご報告申し上げます。 

 本特別委員会は、令和元年９月20日開催の本会

議終了後、第１回目の委員会を開催し、正副委員

長の選任が行われた結果、委員長に不肖私岸本が、

副委員長に安久委員が選任されました。 

 実質審議につきましては、令和元年11月15日、

１日間で審議を終えた次第であります。なお、委

員の出席及び説明員の出席状況につきましては、

お手元にご配付の委員会審査結果報告書に記載の

とおりであります。また、審査の経過につきまし

ては、議長並びに議会選出の監査委員を除く議員

全員で構成する特別委員会でありますので、省略

させていただきます。 

 審査の結果についてご報告申し上げます。認定

第１号 平成30年度余市町水道事業会計決算認定

については、採決の結果、起立多数で原案のとお

り認定することに決しました。 

 以上、慎重審査をいただき結論を得ましたこと

をご報告申し上げ、審査結果の報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 認定第１号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、認定第１号 平成30年度余市町水道事

業会計決算認定については、委員長の報告のとお

り認定されました。 
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〇議長（中井寿夫君） 次に、令和元年第４回臨

時会において付託にかかわる日程第４、認定第１

号 平成30年度余市町一般会計歳入歳出決算認定

について、日程第５、認定第２号 平成30年度余

市町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第６、認定第３号 平成30年度余市町国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、

日程第７、認定第４号 平成30年度余市町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第８、認定第５号 平成30年度余市町公共下水

道特別会計歳入歳出決算認定についての以上５件

を一括議題といたします。 

 この際、平成30年度余市町各会計決算特別委員

会委員長から審査結果の報告を求めます。 

〇６番（庄 巖龍君） ただいま上程されました

令和元年余市町議会第４回臨時会において、平成

30年度余市町各会計決算特別委員会設置付託にか

かわる認定５件について、その審査の経過並びに

結果につきましてご報告を申し上げます。 

 本特別委員会は、令和元年11月５日開催の本会

議終了後、第１回目の委員会を開催し、正副委員

長の選任が行われた結果、委員長に不肖私庄が、

副委員長に野呂委員が選任されました。 

 なお、委員会の開催日、委員の出席及び説明員

の出席状況につきましては、お手元にご配付の委

員会審査結果報告書に記載のとおりであります。

また、審査の経過につきましては、議長並びに議

会選出の監査委員を除く議員全員で構成する特別

委員会でありますので、省略させていただきます。 

 審査の結果についてご報告申し上げます。まず、

認定第１号 平成30年度余市町一般会計歳入歳出

決算認定については、採決の結果、全会一致で原

案のとおり認定することに決しました。 

 次に、認定第２号 平成30年度余市町介護保険

特別会計歳入歳出決算認定については、採決の結

果、起立多数で原案のとおり認定することに決し

ました。 

 次に、認定第３号 平成30年度余市町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定については、採決

の結果、起立多数で原案のとおり認定することに

決しました。 

 次に、認定第４号 平成30年度余市町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定については、採

決の結果、起立多数で原案のとおり認定すること

に決しました。 

 次に、認定第５号 平成30年度余市町公共下水

道特別会計歳入歳出決算認定については、採決の

結果、全会一致で原案のとおり認定することに決

しました。 

 以上、慎重審査をいただき結論を得ましたこと

をご報告申し上げ、審査結果の報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 まず、認定第１号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号 平成30年度余市町一般会

計歳入歳出決算認定については、委員長の報告の

とおり認定されました。 

 次に、認定第２号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第２号を採決いたします。 
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 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、認定第２号 平成30年度余市町介護保

険特別会計歳入歳出決算認定については、委員長

の報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第３号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第３号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、認定第３号 平成30年度余市町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定については、委

員長の報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第４号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第４号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、認定第４号 平成30年度余市町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、

委員長の報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第５号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第５号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、認定第５号 平成30年度余市町公共下

水道特別会計歳入歳出決算認定については、委員

長の報告のとおり認定されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、議案第１号 令

和元年度余市町一般会計補正予算（第６号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（齊藤啓輔君） ただいま上程されました

議案第１号 令和元年度余市町一般会計補正予算

（第６号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、人事院勧告に基づく給与改定及び人事異動等

による人件費の整理と支給決定者の増加に伴う障

害福祉サービス費等給付費の増額、さらに私立保

育園等の入園児童の増加等に伴う教育・保育給付

費負担金の増額補正計上を行ったものでありま

す。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、寄附に伴う基金

への積立金とふるさと納税取扱業務委託料等の増

額補正計上を行ったものでございます。 

 民生費におきましては、老人福祉施設入所者数

の増加に伴う老人福祉施設入所者措置扶助費の増
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額、介護保険特別会計繰出金の増額補正計上を行

ったものでございます。 

 衛生費におきましては、北後志の救急医療体制

維持のための余市協会病院に対する補助金の補正

計上を行ったものでございます。 

 商工費におきましては、余市町中小企業振興条

例に基づく中小企業振興事業補助金の補正計上を

行ったものでございます。 

 土木費におきましては、公共下水道特別会計繰

出金の減額補正計上を行ったものでございます。 

 消防費におきましては、北後志消防組合負担金

の減額補正計上を行ったものでございます。 

 教育費におきましては、黒川小学校における汚

水管、雨水管布設替工事の補正計上を行ったもの

でございます。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国、道支出金等の特定財源に求め

るとともに、必要となる一般財源については繰越

金に財源を求め、歳出との均衡を図ったものでご

ざいます。 

 この結果、今回の補正予算額２億4,799万

6,000円を既定予算に追加した予算総額は97億

6,422万円と相なった次第でございます。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第６

号）について、その概要をご説明申し上げました

が、詳細につきましては担当課長よりご説明申し

上げますので、よろしくご審議、ご決定賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇財政課長（髙橋伸明君） 議案第１号 令和元

年度余市町一般会計補正予算（第６号）。 

 令和元年度余市町の一般会計の補正予算（第６

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２億4,799万6,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ97億6,422万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 令和元年12月12日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 歳出からご説明申し上げます。５ページをお開

き願います。歳出のうち各款、各目に計上の２節

給料から４節共済費までにつきましては、人事院

勧告並びに職員の人事異動に伴います経費の増減

について整理したものでございます。つきまして

は、職員の人件費の整理ということで説明は省略

させていただきます。 

 ３、歳出、１款議会費、１項議会費、１目議会

費、補正額53万円につきましては、人件費の整理

でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

補正額2,633万8,000円の減につきましては、人件

費の整理でございます。 

 次のページをお開き願います。４目財産管理費、

補正額 3,195万 2,000円、 25節積立金 3,195万

2,000円につきましては、寄附による社会福祉施設

等建設基金積立金33万2,000円、公共施設建設整備

基金積立金100万円、余市町ふるさと応援寄附金基

金積立金3,061万5,000円、図書整備基金積立金

5,000円の計上でございます。 

 ５目企画費、補正額1,590万円につきましては、

ふるさと納税に係る経費として12節役務費130万

円、13節委託料1,380万円、14節使用料及び賃借料

80万円の追加計上でございます。 

 ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費、補

正額1,114万5,000円の減につきましては、人件費

の整理でございます。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸

籍住民基本台帳費、補正額590万9,000円の減につ

きましては、人件費の整理でございます。 

 ２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理委員会
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費、補正額３万円につきましては、人件費の整理

でございます。 

 ２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査費、

補正額119万7,000円につきましては、人件費の整

理でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総

務費、補正額3,479万7,000円につきましては、人

件費の整理でございます。 

 次のページをお開き願います。６目心身障害者

対策費、補正額１億1,700万6,000円、20節扶助費

１億1,700万円につきましては、利用件数の増によ

る更生医療給付助成費2,600万円、障害福祉サービ

ス費等給付費7,550万円、障害児給付費1,550万円

の追加計上でございます。23節償還金利子及び割

引料6,000円につきましては、平成30年度特別児童

扶養手当事務取扱交付金返還金の計上でございま

す。 

 ９目老人福祉費、補正額865万4,000円、20節扶

助費865万4,000円につきましては、措置人員の増

加による老人福祉施設入所措置扶助費の増額計上

でございます。 

 10目介護保険費、補正額100万円、28節繰出金

100万円につきましては、介護保険特別会計繰出金

の計上でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費、

補正額4,958万6,000円、19節負担金補助及び交付

金4,799万3,000円につきましては、単価改定に伴

う教育・保育給付費負担金4,765万3,000円、入所

者の増による保育所広域入所市町村負担金34万円

の追加計上でございます。23節償還金利子及び割

引料159万3,000円につきましては、平成30年度子

どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金

100万9,000円と同じく、道負担金返還金48万

5,000円、平成30年度児童手当国庫負担金返還金９

万9,000円の補正計上でございます。 

 ３目町立保育所費、補正額1,250万9,000円の減

につきましては、人件費の整理でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総

務費、補正額536万5,000円、２節給料から４節共

済費までにつきましては、人件費の整理でござい

ます。19節負担金補助及び交付金1,754万9,000円

につきましては、余市協会病院救急医療体制維持

補助金の補正計上でございます。 

 ６目保健師設置費、補正額1,222万3,000円の減

につきましては、人件費の整理でございます。 

 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、補

正額３万円につきましては、人件費の整理でござ

います。 

 次のページをお開き願います。６款農林水産業

費、１項農業費、１目農業委員会費、補正額27万

3,000円につきましては、人件費の整理でございま

す。 

 ２目農業総務費、補正額57万4,000円の減につき

ましては、人件費の整理でございます。 

 ６款農林水産業費、３項水産業費、１目水産業

総務費、補正額11万2,000円につきましては、人件

費の整理でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、補

正額245万4,000円につきましては、人件費の整理

でございます。 

 ２目商工振興費、補正額141万7,000円、19節負

担金補助及び交付金141万7,000円につきまして

は、中小企業振興事業補助金の計上でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、

補正額1,598万5,000円につきましては、人件費の

整理でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋

りょう維持費、補正額ゼロ円につきましては、財

源の組みかえ計上でございます。 

 次のページをお開き願います。２目冬期除雪対

策費、補正額605万1,000円、２節給料から７節賃

金までにつきましては、人件費の整理と除雪に係

る超過勤務手当、賃金の追加計上でございます。 

 ８款土木費、５項都市計画費、４目公共下水道
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費、補正額467万8,000円の減、28節繰出金467万

8,000円の減につきましては、公共下水道特別会計

繰出金の減額補正でございます。 

 ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、補

正額85万2,000円の減、19節負担金補助及び交付金

85万2,000円の減につきましては、人件費の整理に

伴う北後志消防組合負担金の減額でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、

補正額328万6,000円につきましては、人件費の整

理でございます。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

補正額170万5,000円につきましては、人件費の整

理でございます。 

 ３目学校改修整備費、補正額796万4,000円、15節

工事請負費796万4,000円につきましては、老朽化

に伴う黒川小学校汚水管、雨水管布設替工事の補

正計上でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、

補正額45万1,000円につきましては、人件費の整理

でございます。 

 次のページをお開き願います。10款教育費、４

項社会教育費、１目社会教育総務費、補正額

1,647万9,000円、１節報酬47万5,000円の減と７節

賃金47万5,000円につきましては、支出科目の組み

かえでございます。２節給料から４節共済費につ

きましては、人件費の整理でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

３ページをお開き願います。中段でございます。 

 ２、歳入、13款分担金及び負担金、１項負担金、

１目民生費負担金、補正額395万8,000円、２節老

人福祉施設負担金、補正額395万8,000円につきま

しては、老人福祉施設措置徴収金の計上でござい

ます。 

 15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費

国庫負担金、補正額7,425万6,000円、２節児童福

祉費国庫負担金1,575万6,000円につきましては、

歳出における教育・保育給付費負担金の増に伴う

国庫負担金の計上でございます。４節身体障害者

福祉施設費国庫負担金5,850万円につきましては、

歳出における更生医療給付助成費、障害福祉サー

ビス費等給付費、障害児給付費の増加に伴う国庫

負担金の計上でございます。 

 15款国庫支出金、２項国庫補助金、４目土木費

国庫補助金、補正額1,130万円の減、１節道路橋り

ょう費国庫補助金1,130万円の減につきましては、

橋りょう長寿命化補修事業補助金1,050万円、道路

ストック補修事業補助金80万円の減額計上でござ

います。 

 次のページをお開き願います。16款道支出金、

１項道負担金、１目民生費道負担金、補正額

4,108万2,000円、２節児童福祉費道負担金1,183万

2,000円、５節身体障害者福祉施設費道負担金

2,925万円につきましては、国庫負担金同様歳出の

増加に伴う道負担金の増額計上でございます。 

 18款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額3,161万5,000円、１節総務費寄附金3,161万

5,000円につきましては、1,303件の余市町ふるさ

と応援寄附金3,061万4,802円と公共施設建設整備

基金寄附金といたしまして山本観光果樹園様から

の100万円でございます。 

 ４目民生費寄附金、補正額33万2,000円、１節民

生費寄附金33万2,000円につきましては、社会福祉

寄附金といたしまして金子喜代子様から10万円、

認定ＮＰＯ法人ふまねっと余市支部りんごっこ様

から１万円、吉田克英様から10万円、余市菊花同

好会様から２万1,378円、大橋玲子様からの10万円

でございます。 

 ５目教育費寄附金、補正額5,000円、１節教育費

寄附金5,000円につきましては、匿名を希望される

方より図書館図書購入寄附金5,000円でございま

す。いずれもご寄附をいただいた方のご意向に沿

った予算措置をさせていただいたものでございま

す。 

 19款繰入金、５項教育施設建設整備基金繰入金、
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１目教育施設建設整備基金繰入金、補正額796万

4,000円、１節教育施設建設整備基金繰入金796万

4,000円につきましては、黒川小学校汚水管、雨水

管布設替に伴う繰入金の補正計上でございます。 

 19款繰入金、６項余市町ふるさと応援寄附金基

金繰入金、１目余市町ふるさと応援寄附金基金繰

入金、補正額1,590万円、１節余市町ふるさと応援

寄附金基金繰入金1,590万円につきましては、歳出

におけるふるさと納税経費の増額に伴う繰入金の

計上でございます。 

 20款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

7,288万4,000円、１節繰越金7,288万4,000円につ

きましては、必要となる一般財源の計上でござい

ます。 

 22款町債、１項町債、２目土木債、補正額80万

円、１節道路橋りょう債80万円につきましては、

道路ストック整備事業債の増額計上でございま

す。 

 ４目過疎対策事業債、補正額1,050万円、１節過

疎対策事業債1,050万円につきましては、橋りょう

補修整備事業債の増額計上でございます。 

 次に、地方債補正につきましてご説明申し上げ

ます。２ページをお開き願います。中段でござい

ます。第２表、地方債補正につきましては、起債

限度額の補正でございます。１、変更、起債の目

的、道路ストック整備事業債、補正前限度額430万

円、補正後限度額510万円、橋りょう補修整備事業

債、補正前限度額1,550万円、補正後限度額2,600万

円。 

 以上、議案第１号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇14番（大物 翔君） 毎度質問していることな

のですけれども、ふるさと納税絡みで幾つか伺い

たいのですけれども、まず１つ目は直近の段階で

の今年の受け入れ総額は結局幾らなのかというこ

とが１つ目。 

 そして、こちらさまざま諸経費かかりますので、

全額自由に使えるわけではないと。とすると、必

要経費を差し引いた後の総額は結局幾らなのかと

いうことが２つ目。 

 そして、３つ目としては、ことしの３月の予算

委員会の段階でいろいろ諸経費がかかるのだけれ

ども、結局１万円受けたらどのぐらい残るのだと

いう質問をされた議員も何人かいらっしゃいまし

たけれども、おおむね37％前後が最後は手元に残

るのだよという答弁をいただいていますが、これ

は現状においてもさほど変わらない水準で推移し

ていると解釈してよろしいのかをお聞きしたいと

思います。 

〇企画政策課長（阿部弘亨君） 14番、大物議員

の質問にご答弁申し上げます。 

 ふるさと納税に対する質問ですけれども、１問

目と２問目の受け入れ総額及び諸経費でございま

すけれども、受け入れ総額につきましては10月末

で4,900万円程度の寄附が入っているところでご

ざいます。また、それに対する歳出ですけれども、

入ったときからいろいろな歳出が、いろいろな手

数料ですとか委託料でずれてきますので、その時

点での諸経費というのはちょっと出せないという

ことでご了解いただければと思います。 

 あと、３問目の実際に残る割合ですけれども、

それはおおむね変わっていないというのが現状で

ございますので、ご理解お願いいたします。 

〇14番（大物 翔君） あくまで現行制度の中で

という前提での話になるのですけれども、この間

何の気なしにホームページ見ていたのです。そう

したら、各年度ごとの受け入れ総額についてはち

ゃんとホームページに載っているのです。その隣

に、ではこういうことにお金を使います、もしく

はこれから使いますということがちゃんと公表さ
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れているのです。ただ、最初にも申し上げました

けれども、結局いただいたもの全部使えるわけで

はないわけではないですか。そうすると、基金の

総残額とでも申しましょうか、結局皆さんからい

ただいたお金のうち自由に使えるものはこの年度

ではこれだけあったのですよということも同時に

お知らせしていく必要あるのではないかなと思っ

たのです。でないと数字がひとり歩きして、誤解

を招くと思うのです。30年度でいいますと九千数

百万円でしたか、たしか9,400万円ぐらいだったと

思いますけれども、受け入れとしては受け入れて

いるのだけれども、では全部使えるかといったら

もちろんそんなことはないわけなのです。だから、

結局実態よりも大きな数字だけが目に映りやすく

なるという状況は好ましくないと私は思うのです

が、そういう部分の考え方というのも今後持って

いくべきなのではないかなというふうに私は考え

るのですが、その辺いかがでしょう。 

〇企画政策課長（阿部弘亨君） 14番、大物議員

の再度の質問についてご答弁申し上げます。 

 今の質問は寄附金が入っている額なのですけれ

ども、実際に例えば基金に入れる額だとか、そう

いった使える額が少ないというのがなかなか見え

にくいというご質問だったと解釈しているのです

けれども、確かにそういう部分はございますけれ

ども、今公表しているのは内訳的なものを公表し

ていますけれども、今後の公表の仕方については

これからちょっと研究させていただきたいと思っ

ていますので、ご理解お願いいたします。 

〇11番（白川栄美子君） ９ページの余市協会の

救急医療体制についてちょっと伺います。 

 今回内科医が１人常勤したということで伺って

おりますけれども、これで常勤したということで

夜の救急医療というのが変わってくるのかどうな

のか、それから小児科医の現在の体制というのは

どういうふうになっているのか、あわせて伺いま

す。 

〇子育て・健康推進課長（芹川かおり君） 11番、

白川議員のご質問にご答弁申し上げます。 

 余市協会病院の救急医療体制維持の部分につき

ましては、近年の医師の都市集中等により常勤医

師の確保ですとか看護師の確保が大変非常に難し

い状況であるというふうに聞いております。外科

医の部分に関しましても現在救急の部分は応援医

師により救急体制を整えているという部分でござ

いますので、そういった部分で実際に内科医がふ

えることによっても夜の救急というものはまだま

だ難しい点が残っているのかというふうに考えて

おります。 

 また、次の質問でございます小児科診療の部分

の体制の部分でございます。小児科の診療部分に

つきましては、先ほど申し上げましたとおり、地

方において常勤医師等の確保が大変難しい状況と

いうのは変わっていないというふうに伺っており

ます。町といたしましても地域における医療の確

保ということからも町内の小児科診療について引

き続き余市医師会に対してもお願いをしてまいり

たいというふうに考えておりますので、ご理解を

いただきますようお願い申し上げます。 

〇11番（白川栄美子君） 今まで余市で開業して

いた内科医の先生が今回協会病院に行かれたとい

うことで、常にいらっしゃるということなのです

けれども、その内科医の先生が救急でかかった場

合に内科のほうは診てもらえるという状況ってあ

るのかどうなのか。 

 それと、救急ですね、夜間も全てそうなのです

けれども、今まで外科の先生がいてということで

なっていたのですけれども、今回内科の先生が常

勤しているということもありますので、その部分

で内科にかかわることであればその先生に診ても

らえるのかどうなのかということを伺っておきた

いと思います。 

 それと、小児科の状況も今ちょっとわかりまし

た。小児科は多分午前中はやっているけれども、
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午後からの診療はやっていないということを聞い

ておりまして、それでつい最近の話なのですけれ

ども、熱を出した子供が、学校から電話来て、お

母さんが救急で小児科のほうにかかったら、先生

が午後から診れないという話を言われたと。いつ

になるかわからないとか、それからもしかしたら

診てもらえないかもしれないということ言われた

というのです。子供というのはいつどこでどうい

う状況になるかわからないという、結構緊急でか

かる子供たちもいらっしゃるということもあっ

て、そのお母さんにとってはやっぱり不安だった

ということ言うのです。診てもらえないのだろう

かという不安があったと。結果的には時間が来た

ときには診ていただいたのだけれどもと。でも、

最初の看護師さんの対応が、どうなるかわかりま

せんと言われたことに対してやっぱりすごく不安

になると。このまま小樽行ったほうがいいのだろ

うかと、そういうことも考えたと。そういうふう

になるとちょっとやっぱり救急医療体制としては

どうなのかなということも含めて、小児科の先生

が午後からの診療はなくてもいらっしゃるわけな

ので、そういう部分では看護師さんも含めて不安

を与えないような状況つくっていかなければいけ

ないのかなと思うので、そこのところはしっかり

余市町としても言ってみていただきたいなと思っ

ておりますので、そこの部分もご答弁よろしくお

願いします。 

〇子育て・健康推進課長（芹川かおり君） 11番、

白川議員の再度のご質問に答弁いたします。 

 まず、１点目の内科医の先生の部分でございま

す。夜の救急の部分に対しても対応できるのかと

いうような部分かと思います。その部分に関しま

しては、夜の救急体制という部分は医師１名と看

護師１名というような体制で行っているというふ

うには伺っております。ただ、余市協会病院の救

急の体制という部分でございますので、こちらで

把握していない部分もございます。こちらに関し

ましては、また余市協会病院のほうに確認してい

く等の対応をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 次に、小児科医の部分でございます。小児科の

診療につきましては、実際には今午前中のみの診

療ということで、午後の部分に関しましては急患

に限り症状のある方について診療しているという

ふうに伺っております。また、余市町全体の部分

で小児科という部分で見ていきますと、そのほか

の病院におきましても小児科外来を設置している

という病院もございますので、そういった部分で

は担当課といたしましても小児科の部分で診てい

ただける医療機関ですとかというところをお母さ

んの方々に周知していくなど、今後対応の部分改

めて考えさせていただきたいと思っておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

〇２番（吉田 豊君） １点ちょっと確認したい

のです。 

 黒川小学校の関係で、いわゆる基金から取り崩

して財源を充てているというのだけれども、今確

認したいのはこの工事とか、そういうものとか基

金取り崩すとかというのはいいのですけれども、

いわゆる取り崩した額、これから見積書とか札入

れたりするわけだけれども、不用額が生じた場合、

額にもよるのだけれども、不用額を生じた場合に

財源が特財だから、もう一回基金に戻し入れする

という考え方を持っているということなのか。不

用額の額にもよるけれども。これ一般財源ではな

いから、不用額が生じたときにその不用額を財源

に戻し入れするという考え方を持っているか持っ

ていないかということをちょっと聞いておきたい

のです。 

〇財政課長（髙橋伸明君） ２番、吉田議員から

の基金の繰り入れに関するご質問にご答弁申し上

げます。 

 今回の教育施設建設整備基金からの繰り入れに

つきましては、今おっしゃられたとおり、これか
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ら発注になりますので、金額が予算額以内におさ

まることになろうかと思いますが、その場合の繰

り入れの額でございますが、実際にはかかった経

費とちょうどの額を繰り入れをいたしまして、予

算以内でおさまれば当然その差額の分については

そのまま基金に残すという形をとる予定をしてご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇２番（吉田 豊君） では、考え方としてはか

かった経費を基金から取り崩すという考え方でい

いということですね、基本的に。答弁は要りませ

ん。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 令和元年度余市町一般会

計補正予算（第６号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０４分 

                              

再開 午前１１時１５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第10、議案第２号 令

和元年度余市町介護保険特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保険課長（羽生満広君） ただいま上程されま

した議案第２号 令和元年度余市町介護保険特別

会計補正予算（第３号）につきまして、提案理由

をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算の内容は、

歳出におきましては高額介護サービス費と第１号

被保険者所得更正などに伴います保険料の還付金

について増額補正を行うものでございます。 

 また、歳入につきましては、国、道支出金など

を特定財源に求めるとともに、必要となる一般財

源を繰越金に求め、歳出との均衡を図ったもので

ございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 令和元年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第３号）。 

 令和元年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ820万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ24億7,508万6,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年12月12日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 初めに、歳出からご説明申し上げますので、５

ページをお開き願います。３、歳出、２款保険給

付費、４項高額介護サービス等費、１目高額介護

サービス費、補正額800万円、19節負担金補助及び

交付金800万円につきましては、高額介護サービス
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費の増加に伴う追加計上でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１

目第１号被保険者保険料還付金、補正額20万円、

23節償還金利子及び割引料20万円につきまして

は、第１号被保険者の所得更正などによる保険料

の過年度支出金の増加に伴います追加計上でござ

います。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げますので、

３ページをお開き願います。２、歳入、３款国庫

支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、

補正額160万円、１節現年度分160万円につきまし

ては、歳出でご説明申し上げました高額介護サー

ビス費の増加に伴う介護給付費負担金の追加計上

でございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、補正額64万

円、１節現年度分調整交付金64万円につきまして

は、国庫負担金と同様に高額介護サービス費の増

加に伴います調整交付金の追加計上でございま

す。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１

目介護給付費交付金、補正額216万円、１節現年度

分216万円につきましては、国庫負担金と同様に高

額介護サービス費の増加に伴います介護給付費負

担金の追加計上でございます。 

 ４ページをお開き願います。５款道支出金、１

項道負担金、１目介護給付費負担金、補正額100万

円、１節現年度分100万円につきましては、国庫負

担金と同様に高額介護サービス費の増加に伴いま

す介護給付費負担金の追加計上でございます。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給

付費繰入金、補正額100万円、１節現年度分100万

円につきましては、高額介護サービス費の増加に

伴います一般会計からの繰入金の追加計上でござ

います。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

180万円、１節繰越金180万円につきましては、必

要となる一般財源について繰越金を追加計上する

ものでございます。 

 以上、議案第２号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 令和元年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり

可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第11、議案第３号  

令和元年度余市町公共下水道特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（庄木淳一君） ただいま上程され

ました議案第３号 令和元年度余市町公共下水道

特別会計補正予算（第１号）につきまして、その

提案理由をご説明申し上げます。 
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 今回ご提案申し上げます補正予算の内容といた

しまして、歳出におきましては人事院勧告に基づ

く給与改定等及び人事異動に伴う人件費の整理と

下水道受益者負担金の前納報奨金の増額、公営企

業会計基本計画策定委託料の補正計上、令和元年

度分の消費税及び地方消費税における中間納付額

の確定見込みによる増額、管渠実施設計委託料の

減額補正、事業計画変更委託料の補正計上、余市

町公共下水道事業基金条例に基づく積立金の補正

計上を行うものであります。また、公債費におき

ましては、下水道事業債の借り入れ利率の確定に

伴う長期債償還利子の減額補正を行うものであり

ます。 

 なお、補正に伴います財源の不足分につきまし

ては、公営企業会計基本計画策定委託料及び事業

計画変更委託料については繰入金に、その他を繰

越金に求め、歳入歳出の均衡を図ったところでご

ざいます。 

 以下、議案第３号を朗読し、ご説明申し上げま

す。 

 議案第３号 令和元年度余市町公共下水道特別

会計補正予算（第１号）。 

 令和元年度余市町の公共下水道特別会計の補正

予算（第１号）は、次に定めるところによる。な

お、平成31年度余市町公共下水道特別会計予算に

おける元号の表示については、「令和」に統一す

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ419万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ12億6,963万5,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年12月12日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 歳出よりご説明申し上げますので、３ページを

お開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総

務管理費、１目一般管理費、補正額497万9,000円、

８節報償費２万8,000円につきましては、令和元年

度賦課下水道受益者負担金に係る５年分一括納付

額が見込みより増加したことによる受益者負担金

前納報償金の増額補正であります。13節委託料

269万5,000円につきましては、公営企業会計基本

計画策定業務に係る委託料の補正計上でございま

す。27節公課費225万6,000円につきましては、令

和元年度消費税及び地方消費税における中間納付

額の確定見込みによる増額補正であります。 

 ２目財産管理費、補正額1,377万2,000円、25節

積立金1,377万2,000円につきましては、余市町公

共下水道事業基金条例に基づく積立金の補正計上

でございます。 

 次のページをお開き願います。上段をごらん願

います。２款事業費、１項公共下水道事業費、１

目建設事業費、補正額580万4,000円の減、２節給

料14万7,000円、３節職員手当34万9,000円につき

ましては、人事院勧告に基づく給与改定等及び人

事異動等に伴う人件費の補正であります。13節委

託料630万円の減につきましては、事業費の確定見

込みによる減額補正及び事業計画変更に係る委託

料の補正計上でございます。 

 ３款公債費、１項公債費、２目利子、補正額875万

円の減、23節償還金利子及び割引料875万円の減に

つきましては、平成30年度借り入れの公共下水道

事業債の借り入れ利率確定に伴う長期債償還利子

の減額補正をいたしたものであります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

２ページをお開き願います。下段をごらん願いま

す。２、歳入、５款繰入金、１項一般会計繰入金、

１目一般会計繰入金、補正額467万8,000円の減、

１節一般会計繰入金467万8,000円の減につきまし

ては、事業費の確定見込みによる減額補正と公営

企業会計基本計画策定委託料及び事業計画変更委

託料の財源を一般会計繰入金に求めるものであり

ます。 
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 ６款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

887万5,000円、１節繰越金887万5,000円につきま

しては、補正に伴います財源を繰越金に求めるも

のであります。 

 以上、議案第３号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 令和元年度余市町公共下

水道特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第12、議案第４号 令

和元年度余市町水道事業会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇水道課長（中村利美君） ただいま上程されま

した議案第４号 令和元年度余市町水道事業会計

補正予算（第２号）につきまして、提案理由をご

説明申し上げます。 

 今回補正いたします内容につきましては、収益

的支出、第１項営業費用につきましては本年４月

の人事異動及び人事院勧告に伴う給与改定等によ

り人件費の整理による減額補正、第２項営業外費

用につきましては平成30年度に借り入れを行いま

した企業債にかかわる元利償還金の確定により所

要の減額措置を行うものであります。 

 また、資本的支出、第１項建設改良費につきま

しては人事院勧告に伴う給与改定等により人件費

の増額補正を行うものであります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 令和元年度余市町水道事業会計補

正予算（第２号）。 

 第１条 令和元年度余市町水道事業会計の補正

予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第２条 予算第３条に定めた収益的支出の予定

額を次のとおり補正する。 

 支出、科目、第１款水道事業費用、既決予定額

７億687万9,000円、補正予定額328万円の減、計７

億359万9,000円。 

 第１項営業費用、既決予定額６億424万2,000円、

補正予定額210万円の減、計６億214万2,000円。 

 第２項営業外費用、既決予定額１億 153万

7,000円、補正予定額118万円の減、計１億35万

7,000円。 

 第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額「３億1,170万

4,000円」を「３億1,191万4,000円」に、当年度分

損益勘定留保資金「5,686万6,000円」を「5,707万

6,000円」に改め、資本的支出の予定額を次のとお

り補正する。 

 支出、科目、第１款資本的支出、既決予定額７

億271万8,000円、補正予定額21万円、計７億292 万

8,000円。 
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 第１項建設改良費、既決予定額３億8,248万

3,000円、補正予定額21万円、計３億8,269万

3,000円。 

 第４条 予算第７条に定めた経費の金額のう

ち、（１）職員給与費「１億2,059万9,000円」を

「１億1,870万9,000円」に改める。 

 令和元年12月12日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次に、令和元年度余市町水道事業会計予算実施

計画についてご説明申し上げます。１ページをお

開き願います。令和元年度余市町水道事業会計予

算実施計画、収益的収入及び支出、支出、補正額

のみ申し上げます。１款水道事業費用、補正額

328万円の減、１項営業費用、210万円の減、１目

原水及び浄水費15万円につきましては、人事院勧

告に伴う給与改定等による人件費の増額補正計上

でございます。 

 ２目配水及び給水費485万円の増及び３目総係

費710万円の減につきましては、本年４月の人事異

動及び人事院勧告に伴う給与改定等により人件費

の整理によるものでございます。 

 ２項営業外費用、118万円の減、１目支払利息

118万円の減につきましては、平成30年度に借り入

れを行いました企業債にかかわる元利償還金の確

定により支払利息の減額補正でございます。 

 資本的収入及び支出、支出、１款資本的支出、

補正額21万円、１項建設改良費、補正額21万円、

２目配水設備改良費21万円につきましては、人事

院勧告に伴う給与改定等による人件費の増額補正

計上でございます。 

 以上、議案第４号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 令和元年度余市町水道事

業会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決

されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第13、議案第６号 職

員の分限についての手続及び効果に関する条例等

の一部を改正する条例の一部を改正する条例案を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（増田豊実君） ただいま上程されま

した議案第６号 職員の分限についての手続及び

効果に関する条例等の一部を改正する条例の一部

を改正する条例案につきまして、提案理由のご説

明を申し上げます。 

 去る令和元年第４回臨時会において11月５日付

議決、公布されました職員の分限についての手続

及び効果に関する条例等の一部を改正する条例の

内容につきまして、未施行の部分に文言を整理す

る必要性が生じたことから、これを行うものでご

ざいます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 
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 議案第６号 職員の分限についての手続及び効

果に関する条例等の一部を改正する条例の一部を

改正する条例案。 

 職員の分限についての手続及び効果に関する条

例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 令和元年12月12日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。職員の分限につ

いての手続及び効果に関する条例等の一部を改正

する条例の一部を改正する条例。 

 職員の分限についての手続及び効果に関する条

例等の一部を改正する条例（令和元年余市町条例

第11号）の一部を次のように改正する。 

 第３条のうち余市町下水道条例（昭和63年余市

町条例第16号）第８条の２第１項第４号の改正規

定中「給水装置」を「排水設備等の新設等の」に、

「適正に行う」を「適正に営む」に改める。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第６号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号 職員の分限についての手

続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例

の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決さ

れました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第14、議案第７号 余

市町職員給与条例の一部を改正する条例案を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（増田豊実君） ただいま上程されま

した議案第７号 余市町職員給与条例の一部を改

正する条例案につきまして、その提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本町職員の給与等に関しましては、国家公務員

の給与に準じた形で措置することを基本としてお

り、令和元年８月７日の人事院勧告に基づきまし

て、国家公務員に係る一般職の職員の給与に関す

る法律等の一部を改正する法律が国会において可

決成立したところであり、本町におきましてもこ

のたびの法律改正に準じ、余市町職員給与条例の

一部改正を行うものでございます。 

 人事院勧告に基づきます国家公務員の給与改定

の主な内容といたしましては、国家公務員の月例

給が民間給与を0.09％、金額にいたしまして387円

下回っていることから、月例給の改定については

初任給で民間との間に差があることを踏まえ、初

任給を大卒者程度で 1,500円、高卒者程度で

2,000円引き上げ、また30歳代半ばまでの職員が在
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職する号俸について所要の改定する内容で、平均

改定率は0.1％となってございます。 

 次に、住居手当でございますが、公務員宿舎の

使用料の上昇を考慮し、手当の支給対象となる家

賃額の下限を4,000円引き上げ、これにより生ずる

原資を用い、さらに民間の状況等を踏まえ、住居

手当の上限を1,000円引き上げるものでございま

す。実施時期につきましては、令和２年４月１日

となってございます。 

 なお、改定に伴い手当額が2,000円を超える減額

となる職員については、１年間所要の経過措置を

講ずることとなってございます。 

 次に、期末、勤勉手当でございますが、年間支

給月数を0.05月分引き上げ、4.50月とし、引き上

げ分は勤勉手当に割り振ることとし、本年度につ

きましては12月期の勤勉手当を引き上げ、令和２

年度以降においては６月期及び12月期の勤勉手当

が均等になるよう配分すべく改正されたところで

ございます。 

 以上が令和元年の人事院勧告に基づきます国家

公務員の給与改定の概要でございますが、本町職

員に対する給与改定につきましても国に準じ同様

の措置を行うべく、余市町職員給与条例の一部改

正についてご提案を申し上げるものでございま

す。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第７号 余市町職員給与条例の一部を改正

する条例案。 

 余市町職員給与条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。 

 令和元年12月12日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。余市町職員給与

条例の一部を改正する条例。 

 （余市町職員給与条例の一部改正） 

 第１条 余市町職員給与条例（昭和26年余市町

条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第21条第２項第１号中「100分の92.5」を「100分

の97.5」に改める。 

 この改正は勤勉手当の改正で、直近１年間の民

間のボーナスの支給実績と公務の年間の支給月数

を比較し、一般職の職員の勤勉手当を0.05月分引

き上げるもので、令和元年度分については12月期

に配分するものでございます。 

 別表１を次のように改める。 

 別表１の改正は、平成31年４月１日に遡及適用

となる給料引き上げの給料表でございます。初任

給で1,500円から2,000円、30歳代半ばまでの職員

が在職する号俸について改定となるものでござい

ます。これにつきましては、給料表の改定でござ

いますので、朗読を省略させていただきます。 

 ３枚おめくりいただきたいと存じます。 

 第２条 余市町職員給与条例の一部を次のよう

に改正する。 

 第11条第１項第１号中「１万2,000円」を「１万

6,000円」に、「支払つて」を「支払って」に改め、

同条第２項中「各号に掲げる額」を「各号に定め

る額」に改め、同項第１号中「２万3,000円」を「２

万7,000円」に、「１万2,000円」を「１万6,000円」

に改め、同項第２号中「２万3,000円」を「２万

7,000円」に、「１万6,000円」を「１万7,000円」

に、「を１万1,000円に」を「に１万1,000円を」

に改める。 

 第21条第２項第１号中「100分の97.5」を「100分

の95」に改める。 

 この改正の第11条につきましては住居手当の改

正で、手当の支給対象となる家賃額の下限を

4,000円引き上げ、住居手当額の上限を1,000円引

き上げるものでございます。 

 次に、第21条につきましては期末手当及び勤勉

手当の改正で、勤勉手当につきましては先ほど第

１条で令和元年度の12月期の勤勉手当を0.05月分

引き上げる改正を提案しておりますが、令和２年

度からは６月期と12月期に0.025月分ずつ配分す

るものでございます。 
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 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、令和２年４月１日から施行

する。 

 ２ 第１条の規定による改正後の余市町職員給

与条例（以下「改正後の給与条例」という。）の

規定は、平成31年４月１日から適用する。ただし、

改正後の給与条例第21条の規定は、令和元年12月

１日から適用する。 

 （職務の級における最高の号俸を超える給料月

額等の切替え等） 

 ３ 平成31年４月１日（以下「適用日」という。）

の前日において第１条の規定による改正前の余市

町職員給与条例（以下「改正前の給与条例」とい

う。）の給料表に定める職務の級における最高の

号俸を超える給料月額を受けていた職員の適用日

における給料月額及びこれを受ける期間に通算さ

れることとなる期間は、町長が定める。 

 （適用日前の異動者の号俸等の調整） 

 ４ 適用日の前に職務の級を異にして異動した

職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日

における号俸又は給料月額及びこれらを受けるこ

ととなる期間については、その者が適用日におい

て職務の級を異にする異動等をしたものとした場

合との権衡上必要と認められる限度において、町

長の定めるところにより、必要な調整を行うこと

ができる。 

 （職員が受けていた号俸等の基礎） 

 ５ 前２項の規定の適用については、職員が属

していた職務の級及びその者が受けていた号俸又

は給料月額は、改正前の給与条例及び余市町職員

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和

49年余市町規則第11号）の規定に従って定められ

たものでなければならない。 

 （給与の内払） 

 ６ 改正後の給与条例の規定を適用する場合に

おいては、改正前の給与条例の規定に基づいて支

給された給与は、改正後の給与条例の規定による

給与の内払とみなす。 

 （住居手当に関する経過措置） 

 ７ 第２条の規定の施行の日（以下この項にお

いて「施行日」という。）の前日において同条の

規定による改正前の余市町職員給与条例第11条の

規定により支給されていた住居手当の月額が

2,000円を超える職員であって、施行日以降におい

ても引き続き当該住居手当に係る住宅（貸間を含

む。）を借り受け、家賃を支払っているもののう

ち、次の各号のいずれかに該当するもの（規則で

定める職員は除く。）に対しては、施行日から令

和３年３月31日までの間、第２条の規定による改

正後の余市町職員給与条例第11条の規定にかかわ

らず、当該住居手当の月額に相当する額（当該住

居手当に係る家賃の月額に変更があった場合に

は、当該相当額を超えない範囲内の額。第２号に

おいて「旧手当額」という。）から2,000円を控除

した額の住居手当を支給する。 

 （１） 第２条の規定による改正後の余市町職

員給与条例第11条第１項各号のいずれにも該当し

ないこととなる職員 

 （２） 旧手当額から第２条の規定による改正

後の余市町職員給与条例第11条第２項の規定によ

り算出される住居手当の月額に相当する額を減じ

た額が2,000円を超えることとなる職員 

 （規則への委任） 

 ８ 附則第３項から前項までに定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 附則第７項につきましては住居手当の経過措置

でございますが、施行日前に支給されていた手当

額より施行日後の手当額が2,000円を超える場合

においては、令和３年３月31日まで経過措置とし

て施行日前の手当額から2,000円を控除した額を

支給するものでございます。 
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 以上、議案第７号について提案理由をご説明申

し上げましたので、よろしくご審議、ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号 余市町職員給与条例の一

部を改正する条例案は、原案のとおり可決されま

した。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時５２分 

                              

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） さきに議会運営委員会の

委員長から報告がありましたように、日程第15、

議案第９号 余市町議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例案、日

程第16、議案第10号 余市町特別職の職員の給与

及び旅費並びにその支給方法に関する条例及び余

市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の

一部を改正する条例案の以上２件を一括議題とす

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第15ないし日程第16を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（増田豊実君） ただいま一括上程と

なりました議案第９号 余市町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案及び議案第10号 余市町特別職の職員の給

与及び旅費並びにその支給方法に関する条例及び

余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例案につきまして、提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の人事院勧告に基づく給与改定により令和

元年度における一般職の12月期に支給されます勤

勉手当の支給率を0.05月分引き上げる改正がなさ

れ、次年度以降の措置といたしましても６月期と

12月期の勤勉手当が均等となるよう改正されたこ

とに伴いまして、一般職同様に議会議員及び特別

職等におきましても令和元年12月期分の期末手当

につきまして0.05月分引き上げ、次年度以降にお

ける支給率の配分見直しを行うものでございま

す。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 初めに、議案第９号 余市町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第９号 余市町議会議員の議員報酬及び費
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用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案。 

 余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

する。 

 令和元年12月12日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。余市町議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例。 

 余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例（昭和34年余市町条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条第２項中「100分の220」を「100分の222.5」

に改める。 

 これにつきましては、議会議員の期末手当を

0.05月分引き上げ、６月期と12月期の支給率を均

等にする規定でございます。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、令和元

年12月１日から適用する。 

 （令和元年12月に支給する期末手当に関する経

過措置） 

 ２ 令和元年12月に支給する期末手当に限り、

改正後の余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例第６条第２項中「100分の222.5」

とあるのは、「100分の225」とする。 

 附則第２項につきましては、議会議員の期末手

当を令和元年12月期に限り現行から0.05月分引き

上げる規定でございます。 

 続きまして、議案第10号 余市町特別職の職員

の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例

及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例案を朗読し、ご説明申

し上げます。 

 議案第10号 余市町特別職の職員の給与及び旅

費並びにその支給方法に関する条例及び余市町教

育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を

改正する条例案。 

 余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその

支給方法に関する条例及び余市町教育長の給与及

び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 令和元年12月12日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。余市町特別職の

職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する

条例及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例の一部を改正する条例。 

 （余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにそ

の支給方法に関する条例の一部改正） 

 第１条 余市町特別職の職員の給与及び旅費並

びにその支給方法に関する条例（昭和34年余市町

条例第21号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第５項中「100分の220」を「100分の222.5」

に改める。 

 これにつきましては、町長及び副町長の期末手

当を0.05月分引き上げ、６月期と12月期の支給率

を均等にする規定でございます。 

 （余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部改正） 

 第２条 余市町教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例（昭和45年余市町条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第５項中「100分の220」を「100分の222.5」

に改める。 

 これにつきましては、教育長の期末手当を

0.05月分引き上げ、６月期と12月期の支給率を均

等にする規定でございます。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、令和元

年12月１日から適用する。 

 （令和元年12月に支給する期末手当に関する経

過措置） 

 ２ 令和元年12月に支給する期末手当に限り、
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第１条の規定による改正後の余市町特別職の職員

の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例

第２条第５項中「100分の222.5」とあるのは、

「100分の225」とする。 

 ３ 令和元年12月に支給する期末手当に限り、

第２条の規定による改正後の余市町教育長の給与

及び勤務時間等に関する条例第２条第５項中

「100分の222.5」とあるのは、「100分の225」と

する。 

 附則第２項につきましては町長及び副町長の、

附則第３項につきましては教育長の期末手当を令

和元年12月期に限り現行から0.05月分引き上げる

規定でございます。 

 以上、一括上程されました議案第９号及び議案

第10号につきまして提案理由をご説明申し上げま

したので、よろしくご審議、ご決定賜りますよう

お願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしましてそれぞれ新旧対

照表を添付してございますので、ご高覧賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 一括議題の議案２件についてこれより質疑を行

います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 まず、議案第９号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号 余市町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第10号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号 余市町特別職の職員の給

与及び旅費並びにその支給方法に関する条例及び

余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決さ

れました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第17、議案第11号  

余市町教育委員会委員の任命につき同意を求める

ことについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（齊藤啓輔君） ただいま上程になりまし

た議案第11号 余市町教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることについて、提案理由のご説明
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を申し上げます。 

 本町教育委員会委員でございます平田進氏の任

期が令和元年12月15日をもって満了となりますこ

とから、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定に基づき、本定例会に任命

同意のご提案を申し上げる次第でございます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項には、委員は当該地方公共団体の長の被

選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術

及び文化に関し識見を有する者のうちから、地方

公共団体の長が議会の同意を得て任命すると規定

されておりますことから、このたび議員皆様のお

手元に配付してございます余市郡余市町富沢町５

丁目65番地、平田進氏を余市町教育委員会委員と

してご同意賜りたくご提案を申し上げる次第でご

ざいます。 

 平田進氏の職歴等を申し上げます。現住所は北

海道余市郡余市町富沢町５丁目65番地、生年月日

は昭和24年９月20日生まれでございます。職歴と

しては、昭和43年４月に北海信用金庫に入庫され、

平成15年６月に常勤理事に就任、平成22年６月に

は常務理事に就任、平成24年６月に常務理事、代

表理事に就任されており、平成25年６月に退任さ

れ、平成27年12月16日から余市町教育委員会委員

として現在に至っております。この間平成30年２

月から富沢町第２区会長、平成31年４月からは余

市町政治倫理審査委員も担われてございます。 

 以上、職歴等を申し上げましたが、余市町教育

委員会委員として最も適任であると判断いたし、

ご同意を賜りたく、ここにご提案申し上げる次第

でございます。 

 それでは、お手元に配付してございます議案を

朗読申し上げます。 

 議案第11号 余市町教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることについて。 

 余市町教育委員会委員に次の者を任命いたした

いので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により議会の同意を求め

る。 

 令和元年12月12日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開きください。記、住所、余市

郡余市町富沢町５丁目65番地。氏名、平田進。生

年月日、昭和24年９月20日生まれ。 

 以上、議案第11号について提案理由をご説明申

し上げましたので、よろしくご審議、ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第11号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第11号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第11号 余市町教育委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、原案の

とおり同意可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第18、一般質問を行

います。 

 なお、一般質問は一問一答方式により実施しま
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す。発言時間は、質問、答弁を含め45分以内の時

間制限となっており、持ち時間５分前にベルを鳴

らします。 

 それでは、順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号７番、吉田議員の発言

を許します。 

〇７番（吉田浩一君） 本定例会開催に当たり、

さきに通告の一般質問を行います。町長におかれ

ましては、答弁のほうよろしくお願いいたします。 

 会津藩士入植150年事業並びに美園墓地入口に

ついてを質問いたします。戊辰戦争で敗れた会津

藩士たちは東京、小樽を経て、明治４年に余市町

に入植しました。そして、ニッカ沼周辺から登街

道沿い並びに田川橋西側に入植、現在の黒川町、

山田町に住居を建て、当時原野だった場所を開拓

し、明治12年に民間初となるリンゴ栽培に成功、

余市の基幹産業の一つである果樹栽培の基礎とな

りました。また、もともと会津藩は子供に対する

教育も熱心だったこともあり、入植してすぐに独

自の教育所を設立、さらには明治33年の１級町村

施行に当たり助役、収入役等を歴任し、余市町の

発展に対し貢献をしてきたことは歴史的事実であ

ります。昨年北海道命名150年となり、また会津地

方では戊辰150周年の年であったことから、全国で

150年関係の事業、イベント等が多数行われてお

り、150年という年回りは一つの節目となります。 

 余市町の会津藩士入植に関しては、間もなく

150年目の節目を迎えることから、余市町として何

らかの記念的事業について実施の考え方について

お伺いします。 

 会津藩士入植150年に際し、余市町はどう考え、

また記念的事業を実施する考え方は持っているの

か。事業を実施するとすれば、時期、内容、規模

についてはどのように考えているのか。 

 次に、美園墓地については埋葬開始当時は会津

藩士が眠る丘として自然発生的に埋葬されていっ

た墓地と推測されますが、明治30年代に町営墓地

となったと記録されておりますが、この墓地に設

置されている会津藩士の墓の石碑を参拝するため

に特に「マッサン」放送以後多くの福島県関係者

が美園墓地を訪れております。過日墓地入り口に

会津藩士の墓の案内図が設置されましたが、本年

度の予算書上では計上されていなかったこともあ

り、また補正予算にも計上されておらず、どのよ

うな経緯と経費で設置されたのかお伺いします。 

 さらに、墓地入り口において民間における土地

利用と売買に関し、先月土の入れかえ工事が行わ

れたようですが、墓地駐車場として定めている町

有地は舗装していないことにより重機が搬入さ

れ、旋回し、表面が荒れたように見受けられ、季

節的に雨ということで、このままでは車が通行で

きないのではないかと見ております。土の入れか

えは誰が何の目的で行ったのか。重機が通り、荒

れた箇所の整地は誰が行うのか。墓地入り口と隣

接している土地所有者はこの場所を今後どのよう

に活用しようとして、余市町としてはこれに対し

どう考えているのか。 

 以上、質問いたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、吉田議員の会津藩

士入植150年事業に関する質問に答弁申し上げま

す。 

 会津藩士の方々は、明治４年４月から７月の間

に入植され、令和３年には入植150周年を迎えま

す。この間リンゴの栽培に成功するなど、現在の

果樹の町としての本町の礎を築いていただいたと

ころでございます。入植150周年を迎える令和３年

度には記念事業を実施したいと考えております

が、内容につきましては今後検討してまいりたい

と考えております。 

 次に、会津藩士の墓案内図についてでございま

すが、リンゴにまつわる本町と会津若松市の歴史

の説明とともに美園墓地内での会津藩士の墓の位

置を示した看板を11月26日に設置を完了したとこ

ろでございます。この予算につきましては、本年
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度一般会計補正予算第２号において食の都プロジ

ェクト推進事業費、広報ＰＲ事業の案内看板設置

工事として工事請負費にて計上したところでござ

います。 

 次に、美園墓地入り口に関するご質問に答弁申

し上げます。１点目の土地の入れかえ工事に関す

るご質問でございます。美園墓地入り口には町有

地と隣接する私有地があり、昨年所有者から過去

に余市町が敷きならした砂利の撤去を要請された

ところでございます。本件の対応につきましては、

本町の顧問弁護士に相談したところ、余市町に原

状回復の義務があると判断されたことから、本町

が11月中旬に砂利の撤去と土の搬入作業を実施い

たしました。 

 ２点目の荒れた箇所の整地についてでございま

すが、作業終了後に町有地の整地をいたしました

が、その後降った雪が解け、大量の水分を含んだ

土の上を車両が通行したため、地表が荒れたもの

であります。現在降雪期に入り、今年度の整地は

困難と判断しており、融雪後美園墓地の参拝者の

通行に支障を来さぬように対応いたします。 

 ３点目の美園墓地入り口に設置する私有地の利

活用についてでございますが、所有者の方から畑

もしくは花壇として利用すると伺っております。 

〇７番（吉田浩一君） 大きく前半と後半と分か

れているのですけれども、まず後半のほうからち

ょっと質問したいと思います。 

 再質問をさせてもらいたいのですけれども、看

板の設置のほうはわかりました。一般会計の２号

補正の中に入っていたということでありました。

福島県の方がやっぱり100名前後毎年来ているの

で、あの看板は非常に役立つのではないのかなと

思うのだけれども、あそこに設置したというのは、

実は５年か６年前には、それは町長ご存じないと

思うのだけれども、あそこの墓地ってどっちが表

なのかどっちが裏なのかはわからないのだけれど

も、反対側のほうからも上れるのです。そっちの

ほう、昔は、要するに「マッサン」の始まる前の

話なのだけれども、そのときも、今職員の方もほ

とんどそれわからないと思うのだけれども、会津

若松と今のような関係になる前の話なのですけれ

ども、要するに会津の中高生が来て、実は白虎隊

というか、墓地の前で演舞を披露しているのです。

それが実は看板立ったところではなくて、反対側

でやっているのです。なぜ今回こっち側に立てた

のか。逆に裏側、どっちが表かどっちが裏かはわ

からないのだけれども、それについては特別そう

いう検討というのはされなかったのでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、吉田議員の再度の

質問にお答えさせていただきます。 

 どちら側から上る人が多いかということをもと

に内部で検討して、今演舞をやったという経緯が

あることはお伺いいたしましたけれども、現在に

おきましては今看板を設置した側から実際に会津

藩士の墓に行く方が多いということも踏まえまし

て、現在の位置に設置したというところでござい

ます。 

〇７番（吉田浩一君） わかりました。 

 それで次に、墓地の入り口のところなのですけ

れども、ちょうど墓地の入り口というのですか、

ちょうどそこに看板があって、現時点で今、私も

あそこの前役場行くときとかよく通るのだけれど

も、見事に削られているというか、今現時点では

段差になっているのです。それは余市町が恐らく

土を取ったということで、これも過去に一般質問

した経過があって、そのときは町長の答弁として

はそういう現状で買ったのだから、うちらは、余

市町は何も砂利を取る責任はないのではないか、

取るつもりはありませんというふうに町長は答弁

したと思うのだけれども、最終的に弁護士に聞い

たら、それは余市町で入れたのだったら余市町で

取るしかないよと、そういうふうに言われて、今

回やむを得なかったと、そういうことだったので

しょう。その経緯としてはわかりますし、ではあ
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そこの土を取った工事自体は、もう余市町が発注

したということでよろしいのですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、吉田議員の質問に

お答えさせていただきます。 

 おっしゃるとおり、もう発注したという理解で

構いません。 

〇７番（吉田浩一君） それで、現状では要する

に今までのところよりどれぐらい下がっているか

ちょっとわからないのですけれども、明確に下が

っているのは下がっていますよね。現時点ではそ

こに落ちないようにということで鉄パイプのバリ

ケードが置かれているのですけれども、それでな

おかつ現在の所有者は花壇か畑にするよというふ

うなお話をしていたのだけれども、雪降ってわか

らないものですから、あそこのところはもう土を

完全に入れ終わったのですか、工事としては。そ

れで、入れ終わって、要するにバリケードが置か

れてあるのか、それとも雪の季節になったので、

とりあえず土、今土入れてもぐちゃぐちゃになる

ので、とりあえず様子見だよと。取るだけ取って

来春だよだとかという、そういうあれなのでしょ

うか。その辺はどうなのですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、吉田議員の質問に

お答えさせていただきます。 

 土の入れかえの工事は、もう既に終了しており

ます。今段差ができているところに関しましては

バリケードを設置して、安全対策を行っているわ

けでございますけれども、今後においても土地の

所有者と協議を進めることによって安全対策には

万全を期していくというような方針であります。 

〇７番（吉田浩一君） 協議の結果どういうふう

になるかはわからないのですけれども、それで前

のほうに今度かぶってくるのだけれども、要する

に余市入植150年ということをやりたいよという

ことになると、そのときも含めてたくさんの人が

また来ると思うのです、会津並びに福島県から。

そういうときに、それが令和３年だということで

あればもう少し、令和２年、令和３年と時間はあ

るのだけれども、あのまんまそれこそバリケード

を置いていますよということではやっぱり景観的

に非常にまずいと思うのです。ですから、その辺

は畑にするか、花壇にするというのだったら別で

しょうけれども、畑にするといったって何つくる

のか、あそこで。そこの部分を余市町のほうから

こういうふうにしてくれないのですかとか、何か

いろいろな要望というのはやっぱりあると思うの

ですけれども、そういうのを含めて町長のほうか

ら所有者に対してこういうことをやってほしいと

かという、そういう考え方というのは持っている

のでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、吉田議員の再度の

質問にお答えさせていただきます。 

 あの土地ですけれども、私有地ということで、

その持ち主が畑、花壇にするということでござい

ますけれども、私有地の使い方に町からこうして

くださいよ、こうするようにというような指示は

できないわけなので、今後、さきにも申し上げま

したとおり、参拝の支障にならないような感じで

当事者とは調整させていただければというふうに

思います。 

〇７番（吉田浩一君） それは、町長の言われた

答弁というのもごもっともだと思います。ただ、

先ほども言いましたけれども、あそこのところは、

看板をつくったということはあそこのところ入り

口にしますよということなのだから、そこのとこ

ろがある程度きちんと整備されていないと、特に

向こうのほうから来た方、これは会津藩士の墓を

参拝に来る方だけではなくて、あそこにお墓を持

っている町民も何でこんなふうになっているのだ

と、やっぱりそういう苦情というのはたくさん出

てくるのではないかなと思うのです。その辺やっ

ぱり苦情が来ないようにきちんとやってほしいな

と、そう思います。 

 そこのところはもうこれ以上進めてもしようが
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ないので、それで最初のほうにちょっと戻りたい

のですけれども、先ほどの答弁では令和３年が

150周年ですということでした。それで、記念事業

を今後検討したいということで、時期、内容だと

か、そういうのについては今後検討ということな

のだけれども、過日入植者の子孫の方にちょっと

お会いして話を聞いたら、そういう案、町から

150周年でどんなことをやったらいいですかとい

うアンケートが来たというふうに聞いたのです。

そのアンケートという回答の中にはどんなものが

あったのでしょうか。まず、これをお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、吉田議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 町側から県人会の方に行ったアンケートの項目

としては、会津に行って交流したい、または会津

の人たちに来てもらって、おもてなしをしたい、

会津藩士の墓の銅板を復活させたい、入植150年を

めぐる、足跡をめぐるイベントを開催してほしい、

これまでの歴史をまとめた冊子を作成してほしい

というおおむね５項目、その他という項目もあり

ますけれども、これについて意見を聞くというよ

うな内容でございました。そのアンケート内容を

簡単にご紹介いたしますと、まず行って交流した

いという部分に関しては高齢化が進んでおり、な

かなか行けないので、だから難しいでしょうとい

うような回答が多かったです。また、来ていただ

くということに関しましては松平家の14代当主、

松平保久氏を呼んだらどうかというような意見も

ありました。あとの銅板の復活に関しては博物館

に展示したらどうかという意見でしたり、足跡を

めぐるイベントに関しましては水産博物館での特

別展をやってはどうかというような意見ですと

か、歴史をまとめた冊子の作成についてはこれま

でに発刊されている書物を再利用して、まとめ直

したらどうかというような意見があったというこ

とでございます。 

〇７番（吉田浩一君） 行って交流するというの

は大変高齢化が進んで難しいという意見があった

ということで、これはごもっともだなと思ってい

ます。やはり交通の便が非常に悪いということは、

町長はもう何回か行かれているので、よくおわか

りだと思いますし、今聞いた中でそういう意見が

あった中で松平家の14代目を呼んだらよいのでは

ないのかというのは、私もこれが非常にいいので

はないかなというふうに考えます。というのは、

余市町には14代目の方がお見えになったのは５年

ぐらい前ですか、一度お見えになっているのです

けれども、いろいろな書物読むとこの14代目の当

主の方は各地でいろいろな講演もされているよう

ですので、逆にこの方を呼んで、講演を頼むとか

というのも一つの手ではないのかなと、そう思う

のです。そういうふうになると、講演をしている

のは本州地域が多いようですので、北海道では余

り講演されないのだろうなと思うのですけれど

も、実は北海道にも福島県並びに会津若松の関係

の方が非常に多くいて、札幌にも会津高校の同窓

会というのがあって、そこはちゃんと毎年活動し

ていますし、北大の関係が結構多いみたいです。

それとか、札幌の琴似神社というのは会津藩の人

が非常に多いものですから、そこの子孫会という

のもあるはずですし、それとこれは不幸なことな

のでしょうけれども、福島原発の関係で北海道に

避難されている人というのもかなり多くて、現実

的にそういう関係で私のところにちょっと尋ねて

こられた方というのもかなりおります。だから、

そういう方々に声をかけて、なおかつ14代目の方

に講演をいただくというのが私は今出た中ではい

いのではないのかなと。もちろんそれぞれ銅板の

復活とかというのも、そういう意見もあったとい

うことなのでしょうけれども、銅板というのは実

は表と裏があって、表のほうはあるのですけれど

も、裏のほうは全くわからないというのがあるの

です、現状は。であれば、表だけ復活して、裏復

活させないというのはこれはできない話ですか
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ら、これも果たしてどうなのかなというのもある

ものですから、その辺を中心に話を進めていくの

がいいのではないのかなというふうに私は思って

いるのですけれども、これは町長先ほどこれから

検討してみますということですので、私は今町長

の意見を聞いて、そういうふうに思っているので

すけれども、そういうことも一つの手ではないか

なと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、吉田議員の再度の

質問にお答えさせていただきます。 

 アンケートの結果を見ても行くのは結構大変だ

ということで、やはり来ていただくほうが合理的

なのではないかと我々も考えているわけでござい

ます。私も松平保久氏とは会津行って、面識もご

ざいますので、また話としても14代当主が来て講

演すると非常にいいのではないかというふうに思

っています。こういうことも踏まえまして、今後

まだ時間がございますので、担当部局のほうでさ

まざまなことを検討してまいりたいと思っている

ところでございます。 

〇７番（吉田浩一君） 町長の考え方と私の考え

方というのはさほど変わりないのではないかなと

いうふうに思っております。それで、特に町長は

14代目の方と面識があるということであれば、余

計それこそ話は早いのかなと思うのだけれども、

14代目の方は立場のある方ですので、簡単に、極

端な話、講演料幾ら払うから来てくださいという

ことだけではやっぱり進まないと思うのです。特

にやはりこれをやるというふうになれば、会津若

松市のほうにも了解をもらうということではない

のでしょうけれども、連絡をきちんとしなければ

ならないでしょうし、前回14代目の方がお見えに

なったときには、会津若松市の会津松平家奉賛会

という方々が一緒に同行されているのです。要す

るに昔の本当の旗本の子孫の方がその奉賛会をつ

くっているようで、そういう方々も当然来るでし

ょうし、また14代目の方は現在東京にお住まいで

すので、東京にも会津会という会があって、そこ

の会員でもあるのです。ですから、当然所属して

いる会津会だとかというところにもきちんと連絡

をしておかなければ後々うまくないのではないの

かな。これは、特に余市町から会津のほうに会津

まつりも含めて町長は招待されていますので、何

度か行ったことあるから、おわかりでしょうけれ

ども、やはり会津から見た余市のポジションとい

うのは非常に高い位置にあると。行ったときにそ

ういう接待を受けているという言い方が正しいか

どうかわかりませんけれども、そういうきちんと

した待遇で迎えてくれるということですから、そ

れをわかっているのはやはり町長ご自身が一番わ

かっているのではないかなと思うのです。それで、

やはりこの事業を進めるに当たっては失礼のない

ように全員に関係者の方に連絡をとっていかなけ

ればまずいのではないかなと思うのですけれど

も、その辺含めていかがでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁させていただきます。 

 もし14代当主の保久氏を呼ぶことになったら、

種々関係各所にお話をするということはもちろん

事務方でやるべきことだというふうに思っていま

す。どういう事業にするか、先ほどの答弁と同じ

になりますが、これから詰めていきたいと思って

いるところであります。 

〇７番（吉田浩一君） 開催時期については先ほ

ど令和３年が150周年ということですから、一応令

和３年ということで、そういう考え方でよろしい

のでしょうか。その辺再度お願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、吉田議員の質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 おっしゃるとおり、暦で見ますと令和３年に入

ってからが150周年になりますので、開催時期とし

ましては令和３年というふうに考えております。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 
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 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時４４分 

                              

再開 午後 ２時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位２番、議席番号11番、白川議員の発言

を許します。 

〇11番（白川栄美子君） 第４回定例会に当たり、

さきに通告しております１件について一般質問い

たします。 

 フレイル健診について伺いますが、厚生労働省

では来年度から75歳以上を対象に新たにフレイル

健診を始めると言われております。フレイルとは

加齢に伴い筋力や心身の活力が衰え、介護が必要

となる一歩手前の人、つまり健常から要介護へ移

行する中間の段階とのことですが、フレイル健診

とはどのような内容で、どう捉えておられるのか

伺います。 

 来年度から実施されるようですが、本町として

どのような方向で進めようと考えておられるのか

伺います。 

 また、介護予防とフレイル予防との違いはある

のか伺います。 

 最後に、2019年度版の高齢社会白書によると、

高齢者のうち要支援、要介護と認定された人の割

合は65歳から74歳が4.3％に対し、75歳以上では

32.1％と約７倍にふえていると言われておりま

す。本町での実態はどうなのか伺います。 

 以上、１件についてご答弁よろしくお願いいた

します。 

〇町長（齊藤啓輔君） 11番、白川議員のフレイ

ル健診に関するご質問に答弁申し上げます。 

 １点目のフレイル健診の内容等に関するご質問

でございますが、これまで75歳以上の方を対象と

した後期高齢者医療制度の健診につきましては、

特定健診の項目に準じて実施してきており、質問

項目につきましても特定健診に準じて標準的な質

問票を活用してきたところでございます。来年度

よりこれまでの標準的な質問票にかわるものとし

て、厚生労働省が作成したフレイルの特性を踏ま

えた後期高齢者の質問票が導入され、フレイル健

診として実施すると認識してございます。この健

診につきましては、フレイルの早期発見により重

症化を防ぐことが目的とされており、介護が必要

となる一歩手前の状態の方を把握し、早期に生活

改善を促すことによって健康寿命の延伸を図ると

いう大きな意義を持つ事業と捉えてございます。 

 ２点目の本町の対応についてでございますが、

例年実施しております健診事業の中で、75歳以上

の方を対象に後期高齢者の質問票を導入してまい

りたいと考えております。 

 ３点目の介護予防とフレイル予防との違いにつ

いてでございますが、介護予防につきましては被

保険者の要介護状態になることへの予防、または

要介護状態等の軽減、もしくは悪化の防止を目的

に行う事業で、一方フレイル予防は高齢者の心身

の特性に応じ、健康相談を初め健康診断や保健指

導のほか、介護が必要になる前に早い時期に兆候

を見つけ、適切な治療や予防に取り組み、健康寿

命の延伸などを目的とした事業で、介護予防とフ

レイル予防はそれぞれの関係法令に基づき行われ

るものと認識しております。 

 ４点目の本町における要支援と要介護の認定率

についてでございますが、令和元年12月１日現在、

65歳以上75歳未満の認定率は5.9％で、75歳以上の

認定率は40.1％となっております。また、75歳以

上の認定率につきましては、65歳以上75歳未満の

認定率の約6.8倍となっている状況でございます。 

〇11番（白川栄美子君） 今フレイル健診の内容

含めてご答弁をいただきました。このフレイル健

診は、健康寿命を延ばすためには欠かせない予防

だということを認識しております。また、75歳以
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上を対象にということでフレイル健診を来年度か

ら始められるわけですけれども、これまで高齢者

の健診や予防は行われておりますが、これはもう

知っております。これまでの健診に加えて今回質

問票が加わったわけですけれども、国ではこの

15項目の質問票の中からどんなことを確認すると

考えているのか、まずそこを１点お伺いいたしま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） 11番、白川議員の質問に

答弁させていただきます。 

 フレイル健診の項目ですけれども、厚生労働省

が作成しておりますけれども、おおむね15項目の

質問票になっております。全部一応紹介いたしま

すと、あなたの現在の健康状態はいかがですか、

毎日の生活に満足しているか、１日３食きちんと

食べているか、半年前に比べてかたいものが食べ

にくくなったか、お茶、汁物などでむせることが

あるか、６カ月で二、三キロの体重減少があった

か、以前に比べて歩く速度が遅くなってきたか、

この１年間で転んだことがあるか、ウオーキング

などの運動を週に１回以上しているか、周りの人

からいつも同じことを聞くなど物忘れがあると言

われているか、きょうが何月何日がわからないと

きがあるか、たばこを吸うか、１日以上外出して

いるか、ふだんから友人や家族とつき合いがある

か、体調が悪いときに身近に相談できる人がいる

かというような項目を厚生労働省が策定している

ということでございます。 

〇11番（白川栄美子君） 15項目答えていただき

ましてありがとうございます。 

 要は国が確認するということの中には、栄養と

運動と社会参加ということが一番の３点のフレイ

ル予防につながっていることをまず国としては言

われているのです。今後の中で市町村の健診や通

いの場、それからかかりつけ医師での受診の際に

これを活用するということをまずは言われておる

のですけれども、今後の中でそれはどのような方

法で進められていくのでしょうか。まだ決まって

いなければ、決まっていないでまず結構です。 

〇町長（齊藤啓輔君） 11番、白川議員の質問に

答えさせていただきたいと思います。 

 現時点で後期高齢者の質問票を導入して実施す

るということは考えておりますけれども、具体的

にどのように予防に向けた取り組みを行っていく

かは現時点では今検討している最中で、しかるべ

く担当課のほうでもっと効率的なやり方を決めよ

うとしているところであります。 

〇11番（白川栄美子君） 後期高齢者のやつを用

いてやるということなのですね。 

 今回介護保険、ちょっと関係ないのですけれど

も、アンケート調査が今回実施されておりまして、

65歳以上の介護サービスを受けていない人も対象

にということで今回調査が行われております。そ

の中にフレイル健診の内容の15項目の内容と同じ

ものが項目の中にありました。思ったのがそのア

ンケート調査と今後のフレイル健診とのかかわり

ってあるのかなということをちょっと思っていた

のですけれども、そこのかかわりというのは今後

の中でかかわっていくのかどうなのか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 11番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 もちろんアンケートをもとにフレイルになるか

どうかというのは非常に関連性がありますから、

活用できるものは活用しながら、高齢者がフレイ

ルに陥らないように、フレイルからより寝たきり

ですとかにならないように努めていくような対策

を担当課のほうで考えているというところでござ

います。 

〇11番（白川栄美子君） 今後これを、来年です

ので、そんなに深くは煮詰まってはいないと思う

のですけれども、一番大切なことというのが要は

健診後の取り組みだということを言われているの

です。国としては、その取り組みについては保健

師や個人指導の充実をさせることが一番重要なの
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だということ言われているのですけれども、そこ

の部分は担当課としてもきっとしっかり押さえて

捉えていくのだろうなと思っております。 

 最後になりますけれども、この健診を充実して

いく上でのフレイルに対する町民の関心を高めて

いくためには本当に何らかのことをしていかなけ

れば関心がないと思うので、それは町としてどの

ように今後考えていくのか、お願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 11番、白川議員のご質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 もちろん健康寿命を延ばしていくことこそが町

の主要な課題で、政策であります。フレイルに陥

らないためにはやはり口腔内のケアというのも非

常に重要だというふうに言われているわけです。

もちろん物が食べられなくなったらその分筋力も

落ちて、運動能力も低下するという循環に陥るわ

けでございます。こういうさまざまな、もちろん

家から出なくなっても筋力が低下して、寝たきり

に陥りやすいですとかがあります。このようにフ

レイルに陥ることによって寝たきりになる可能

性、確率が２倍ですとか死亡する確率が２倍以上

に高まるということも言われておりますから、担

当課といたしましても口腔内、そして生活の状況

などきちんと見抜いていくように指導をしていき

たいというふうに考えているところであります。

フレイルの予防にはやはり早期発見と適切なケア

こそが必要なわけですから、それも踏まえまして

適切に本町としても対応していきたいと考えてい

るところであります。 

〇11番（白川栄美子君） 最後になりますけれど

も、現在65歳以上の高齢者の11.5％がフレイルと

言われているそうなのです。そのために国として

もフレイル対策に取り組むことで健康な状態で長

生きできる、健康長寿の延伸につなげるというこ

とを言われておりますので、今後進める上で実り

あるものに本当に進めていっていただきたいなと

思いますので、よろしくお願いします。答弁よろ

しいです。 

〇議長（中井寿夫君） 白川議員の発言が終わり

ました。 

 次に、発言順位３番、議席番号17番、土屋議員

の発言を許します。 

〇17番（土屋美奈子君） 第４回定例会におきま

して、さきに通告いたしました一般質問２件にお

いて質問いたします。教育長におかれましては、

答弁のほどよろしくお願いをいたします。 

 １件目、件名、学校現場における働き方改革に

ついて。2016年、連合総合生活開発研究所の日本

における教職員の働き方、労働時間の実態調査に

関する研究委員会報告書において、全国の小中学

校教職員の約８割が過労死レベルの超勤を余儀な

くされている実態が明らかとなり、マスコミが取

り上げたことで社会問題へと発展をいたしまし

た。文科省も看過できない深刻な状況であるとし

て中教審に諮問し、議論が開始されましたが、そ

の答申は学校事務職員や専門スタッフなど外部人

材等の活用などで、具体的対応は教育委員会や学

校任せとなっており、抜本的な改善に結びつくも

のとは到底言えないものでありました。教職員の

超勤、多忙化解消には何よりも教職員定数改善、

また公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法、以下給特法の見直しなどの

法整備が必要でありますし、そのための予算措置、

また義務教育費の国庫負担率復元など国の対応が

不可欠と考えております。こういった中で、北海

道教育委員会は昨年３月、学校現場における働き

方改革、北海道アクションプランを策定し、これ

を受けて、同年６月には本町の余市町立学校にお

ける働き方改革、アクションプランが策定された

ところであります。 

 この進捗状況について、本町が掲げた６つの目

標、（１）、１週間当たりの労働時間が60時間を

超える教員を全町立学校でゼロにする、（２）、

教職員の時間外勤務縮減及び休暇取得促進等に関
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する方針に基づく部活動休養日を全ての部活動で

実施する、（３）、変形労働時間制を全町立学校

で活用する、（４）、定時退勤日を全町立学校で

月２回以上実施する、（５）、時間外勤務等縮減

強調週間を全町立学校で年２回以上実施する、

（６）、学校閉庁日を年11日実施するのそれぞれ

についてこれまでの取り組みや調査の状況をお伺

いをいたします。あわせて、３年計画の折り返し

地点でありますので、現時点での目標達成率、ま

たは達成見込み、課題とされるものがあるのか、

見解をお伺いをいたします。 

 件名２、全国学力・学習状況調査について。文

科省は、2007年度全国学力・学習状況調査をスタ

ートさせました。小学校６年生と中学校３年生の

全員が対象のこのテストは、毎年４月下旬ころに

実施され、これまで国語と算数、数学に加え、

2018年度には理科、2019年度には英語が実施され

たところであります。文科省は、この結果を都道

府県別と政令市別に公表し、道も追随して北海道

における調査結果として公表をしております。各

都道府県教委は順位の変動に一喜一憂し、都道府

県別の順位や得点に注目が集まっているとの報道

もあったところです。全国の平均点より上を目指

すため自治体独自の学力テストを取り入れるなど

の動きも広がってきており、過去問題や類似問題

を繰り返すなどのテスト対策に追われ、本来やる

べき授業ができないなどと弊害も出ております。

学校教育は、過度な点数学力を競い合うのではな

く、子供たちの個性や能力を伸ばし、生きる力を

養うための豊かな学びを目指すべきと考えており

ます。そういった中で本町はこれまで結果の公表

をせずに来たところですが、本年度から結果公表

をするとの方針を示しました。本町の学力テスト

への姿勢も含め、以下質問をいたします。 

 全国学力・学習状況調査の目的をどう捉えてい

るか、本町はどのような姿勢で臨んでいるのか、

見解をお伺いいたします。 

 結果の公表をすることについて目的と効果をど

う捉えているのか、見解をお伺いいたします。あ

わせて本町がこれまで結果を公表してこなかった

理由と今回公表することとした理由についてもお

伺いをいたします。 

 本町では、独自の学力テストや道のチャレンジ

テストなどを取り入れて行っているのか、またテ

スト対策として行っていることはあるのかお伺い

をいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員のご

質問に答弁申し上げます。 

 余市町立学校における働き方改革、アクション

プランに掲げた６つの目標に係る取り組み状況に

ついてでございますが、本年度上半期における教

職員の出退勤時刻の記録及び本年９月に実施いた

しました取り組み状況の調査における各学校の回

答から、１点目の週当たり勤務時間が60時間を超

える教員をゼロにするという点につきましては

13名の教職員が出退勤の記録上週当たり60時間を

超えている状況でございます。 

 ２点目の部活動休養日につきましては、大きな

大会前など練習時間を相当数確保する必要がある

場合を除き、実施できている中学校が２校、一部

の部活動で実施できていない中学校が１校という

状況でございます。 

 ３点目の変形労働時間制の活用につきまして

は、１校を除き活用している状況でございます。 

 ４点目の定時退勤日につきましては、７校のう

ち６校が月２回以上設定している状況でございま

す。 

 ５点目の時間外勤務等縮減強調週間の実施につ

きましては、７校のうち年２回以上設定している

学校が４校、年２回未満だが、設定している学校

が１校、設定していない学校が２校となっており

ます。 

 ６点目の学校閉庁日を年11日実施するという点
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につきましては、７校全校において実施している

状況でございます。また、現在３年計画の２年目

であり、現時点で目標の完全実施には至っており

ませんが、今後課題の洗い出しに努め、校長会を

通して指導、助言をしていく考えでございますの

で、ご理解を願います。 

 次に、全国学力・学習状況調査についてのご質

問でございますが、１点目の調査の目的と姿勢に

つきましては教育委員会では学習指導要領で定め

られた指導内容の習得状況の到達度を把握し、児

童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善など

に役立てることを目的と捉え、臨んでいるところ

であります。 

 ２点目の結果の公表に係る目的と効果、あわせ

て本町がこれまで結果を公表してこなかった理由

と今回公表することとした理由につきましては、

昨年度までは学校の序列化や過度な競争につなが

ることを懸念し、各教科ごとの調査の平均正答率

を数値ではなく文章表現により公表してきたとこ

ろですが、保護者や学校のみならず、地域全体で

学校教育の成果や課題を共有することが本町教育

の改善に効果的であるとの観点から今年度より北

海道版結果報告書に他町村と同一の様式で本町の

小学校全体、中学校全体の結果を記載したところ

ですが、レーダーチャート形式で視覚的に見やす

くしたものであり、今後とも学校や児童生徒の序

列化や過度の競争につながることのないよう努め

てまいります。 

 ３点目の本町での独自の学力テストや北海道の

チャレンジテストにつきましては、本町では小学

校、中学校ともに児童生徒の現時点の学力の状況

を把握するため独自で学力テストを実施するとと

もに、北海道のチャレンジテストについても取り

組んでおりますが、全国学力・学習状況調査の対

策としては実施してございませんので、ご理解を

願います。 

〇17番（土屋美奈子君） 再質問させていただき

ます。 

 まず、目標１の１週間当たりの勤務時間数が

60時間を超えている教職員、これが現在調査は終

わったのですね、全校。そして、13名と今答弁い

ただいたのですけれども、一応質問にも書いたよ

うに全国的な調査、国の調査とは違いますけれど

も、今回質問の内容に書かせていただいたのは連

合総研なのですけれども、ここの連合総研の調査、

この中身というのは結局国が調査を依頼している

ベネッセだとか、そういったところの専門的ない

ろいろな調査を、しっかりと大学の先生たちが中

身を調査をして、日本全国の状況を調べたものな

のです、この調査の内容というのは。それと、今

本町では60時間を超えているというのは13名とい

うことでしたけれども、そうすると随分とこの調

査とは、うちの労働時間は大分大丈夫というか、

週当たり60時間を超える先生たちが13名というこ

とは全国的な調査より大分低い数になってくるの

ではないかなと思うのですけれども、これは調査

の仕方もあると思うのです。どこからどこまでを

労働時間としたかということもあると思います

し、ここをまず、調査の内容、どういうふうに、

タイムカードでやったのかなと思うのですけれど

も、いつからいつまで調査をされて、そしてその

調査、例えば部活動だとかを入れたのか、家庭訪

問、学校から出ている時間もちゃんとカウントし

てあるのか、そこら辺の調査のことをちょっと教

えていただけますか。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員の再

度の質問にお答え申し上げます。 

 調査の、勤務時間の把握の方法なのですけれど

も、校務支援システムを使いまして、端末を立ち

上げて、そして端末を落とした、この時間で把握

をして、この数字になります。ですから、極端な

こと言いますと、例えば部活動で端末を立ち上げ

ていなければそれが反映していないこともありま

す。だから、そういった部分、あるいは保護者対
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策だとか、そういった部分でもあり得ますので、

そういった分を今後聞き取り等を含めた中で調査

していきたいなというふうに思っています。 

〇17番（土屋美奈子君） 多分ですけれども、全

国の状況とそれほど大きな違いが本町にあるとは

私は思っていないのです。学校の働き方も本格的

に動き出したというのがまだ浅いうちというか、

これからの課題なのだろうと思うのだけれども、

そこら辺も一律に同じように調査をしていかない

と、本来の数字というか、現場の持っている状況

というのがなかなか見えてこないところがあると

思うのです。だから、そこの調査もしっかりと全

国の調査の仕方と同じような感じでやっていただ

きたいなと。そして今どこに課題があるのかとい

うことを見きわめる、まずこの時間が基本となる

部分だと思っておりますので、超過勤務の。だか

ら、そこをどう捉えていますか。差異はないと思

います、全国的に授業の内容もやらなければいけ

ないことも。そして、先生たちのいる時間もそれ

ほど大差はないと思うのだけれども、教育委員会

はどう捉えているのですか。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員から

の再度のご質問にお答えします。 

 捉まえ方なのですけれども、確かに我々が今端

末のスイッチを入れる、落とすという部分での把

握をしておりますけれども、それ以外にやはり教

員というのは大変な業務を行っておることは重々

認識しております。昔と違ってスマートフォンの

問題もしかり、あるいは保護者対策がかなり大変

になってきている状況でありますから、そういっ

た教員の勤務時間というのは、正直子供たちに向

き合う時間というのはやはり少なくなってきてい

るのかなと思います。やはりそういうのを一生懸

命カバーしようとしているということは重々承知

はしているところでありますけれども、今後そう

いった分も含めていろいろと研究もしていきたい

と思います。 

〇17番（土屋美奈子君） この質問を出したころ、

変わりましたよね。教職員の給特法が一部改正さ

れて、そしてプランでは上限を１週当たり60時間

をなくする、これを超える職員をゼロにするとい

う目標掲げているのだけれども、国の法改正があ

って、給特法が変えられて、上限が45時間、これ

法律で効力を持ってしまったので、このプランは

どうするのでしょうか。変えていくのでしょうか。

これ法律で45時間とされたけれども。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員の再

度のご質問にお答えします。 

 当然60時間が45に改正になっていますので、そ

こは私どものほうもそれぞれ見直しをかけていく

というふうに考えております。 

〇17番（土屋美奈子君） 北海道のホームページ

を見たらもう何か変わっていて、北海道もできた

ときは60時間上限だったのだけれども、１週間

60時間といったら20時間の超勤ということで、月

にしたら80時間、過労死ラインです。最低限をゼ

ロにするという目標だったのだけれども、45とい

ったらもともと労基法に、サブロク協定を結んだ

ときの上限が45だと思うのです。そこに教職員も

しましょうということなので、これは今の13名よ

り大分多い人数になってくると思うので、結局の

ところ教育委員会だけではできないと、私は書い

たように、思っているのです。業務量が多いと思

っているのです。だから、抜本的改革をしないと

なし遂げられないのかもしれないけれども、この

目標を変えていく、本町の目標になるから、余市

町のアクションプランになるので、これは大変に

難しいのではないかなと思いますけれども、そこ

ら辺教育委員会としてどう取り組んでいかれるの

か、ちょっと見解をお願いいたします。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員の再

度のご質問にお答えします。 

 確かに60時間でも超過している教員がいる、そ

してそこを45に落とし込んでいくとなると、これ
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は目標として余市のアクションプランを変えたと

してもかなり厳しい数字だろうなというふうには

認識しています。おっしゃるように、ここは抜本

的に、根本的にやはり国のほうで、それに対して

教員がやはり足りない状況というのはあります。

町村でできる部分というのは、独自に予算をつけ

て、例えば学習支援員をふやしたりだとか、ある

いは部活動だとか、そういった部分の外部指導員

だとか部活動指導員だとか、ＡＬＴもそうです。

そういったところで教員の負担軽減、あるいは地

域の力をかりながら、学校で何か地域ができるこ

とがあるのかだとか、そういったことも模索して

いかなければならないのかなと、こんなふうに思

っております。 

〇17番（土屋美奈子君） 大変な覚悟が要るので

はないのかなということ思っています。60時間は

おいて、目標の部活動はわかりました。 

 変形労働時間制のことをちょっとお聞きしま

す。変形労働時間制は１校を除きできていると、

取り入れている状況だということを答弁いただき

ましたけれども、この変形労働時間制というのは

どういうものでしょうか。ちょっとかいつまんで

お願いいたします。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員の再

度の質問にお答えします。 

 ここで私どもがうたっている変形労働時間制の

ことですけれども、例えば学校行事、学芸会、文

化祭、体育祭、運動会、あるいは修学旅行、研修

旅行、そういったところで時間を朝から夜まで拘

束されるとか、そういう部分、教員が４週の中で

それを消化していく、こなしていくと。ですから

超過した分については全部解消されていくという

ことになります。 

〇17番（土屋美奈子君） ちょっと私の理解と違

ったのだけれども、この変形労働時間制というの

は今回法改正された給特法の、例えば学校行事が

多い月を３時間多く、週40時間、８時間労働の５

日間で40時間ではなくて、43時間にして、そして

夏休みに長期休暇をとるという、これのことを言

っておられるのかというふうに思っていたので

す。そして、５日の日に法改正をされて、自治体

独自の判断で取り入れることが可能となった。こ

の変形労働時間、40時間ではなくて43時間、これ

とは別のことという捉えでいいのですね、今の答

弁でいくと。変形労働時間制のことは。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員の再

度のご質問にお答えいたします。 

 先般新聞報道もされました変形労働時間制の１

週間の労働時間、３時間超過した分については長

期休暇の中でまとめてとるというような、その施

行年度なのですが、2020年か2021年で、そこは自

治体、教育委員会が判断して実施できるというふ

うなことだったのではないかなと思いますので、

今現在私どもアクションプランで捉まえている変

形労働時間制の考え方につきましては先ほど答弁

申し上げた内容となっております。 

〇17番（土屋美奈子君） ここの目標で掲げてい

る変形労働時間制というのは、今法改正された部

分ではなくて、多分同じ文言を使っているので、

変形労働時間制という言葉を使っていると思いま

す。これは、自治体の判断で独自で取り入れるこ

とができるようになったのだけれども、その前か

ら議論はされていて、それを可能としていくのか

なと私は捉えていたものだから、プランを見たと

きに文言が一緒なものだと。これを導入していく、

例えば後者のほう、今回の部分、忙しい時期に40時

間を１週間で43時間働いて、夏休み、長期休暇を

まとめてとるというやり方をするとしたら、北海

道はもうこの指針みたいなものを出していて、そ

れをクリアするための条件が町村にはあるので

す。まず、施行は来年度です。来年度だから、年

明けたらすぐの状況なのだけれども、この業務量

に関する指針を守ることが前提とされている。だ

から、１週間45時間を守っているということが前
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提となって、これを取り組めるということになる

のです。これをやるには、だから先ほど教育長が

おっしゃったように、大変うちの町としてはハー

ドルが高いというか、45時間で切ってしまうと、

それ以上で仕事が終わらない状況に今学校現場が

ありますから、だから今法改正された分をもしや

るとしたらすごく難しいのです。あと来年の春ま

でならちょっとしかないから、そこまでに業務な

んて短縮できないと思っているし、プランも３年

ですから、このプラン終わるまでに何とかそれを

成功させようとしたら、すごく大変な努力が要る

と思うのですけれども、これについてもし見解が

あればお願いしたいと思います。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員から

の再度のご質問にお答えいたします。 

 来年度に向けて解消というのはかなり厳しい課

題だろうなと押さえております。ただ、するとす

ればそういった方向性が出る形でいろいろと学

校、校長以下お話をしながら努力をしていきたい、

そういう気持ちでございます。 

〇17番（土屋美奈子君） 北海道の教育委員会は

結構早い段階から、こういうふうに全国で問題視

される前からこの超勤の問題の解消に取り組んで

きているのです。2005年、一番最初にこれを取り

組み始めたのは、大きく。そして、多忙化対策を

進めて、そのときに委員会を設置して、そしてモ

デル校、道内の小中学校、大きな学校もあれば小

さな学校もあるというふうに選んで、そこにいろ

いろな取り組みをしてもらったのです。５つなの

ですけれども、事務処理体制の部分の改善、そし

て部活動の部分、授業の準備の部分、保護者や地

域への対応、学校の業務に対する支援というので

５つをいろいろ取り組んでもらって、その結果を

まとめ上げて、そして事例集として出したのです

けれども、これは結構参考になる部分があって、

具体的にこんなことをしたら何分縮まったみたい

な、そんな地域の課題がこれがあって、そのため

にこれをしました、そうしたらこうなりましたと

いう事例集を出したのですけれども、これは、ど

うでしょう、ちょっと前のことなのですけれども、

ごらんになりましたか。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員の再

度のご質問にお答えいたします。 

 今ご説明いただいた部分については、具体の内

容についてはしっかりと把握はしてはございませ

んけれども、おっしゃった内容については常日ご

ろから意識をしていることでございます。なかな

か難しい問題もあろうかと思いますけれども、私

どもいろいろな各種行事、町側から私どもが依頼

するいろいろな行事、そしてまた町の方々から学

校に対しての依頼もいろいろあります。そういっ

た部分をいろいろうちから精選をさせていただい

て、切るものは切っていくだとか、少し負担を減

らしていこうというふうな考えを持ってございま

すので、いろいろと考えてまいりたいと思います。 

〇17番（土屋美奈子君） 今給特法も改正されて、

そしてアクションプランも目標値を変えなければ

いけないという状況にあって、その中で無理くり

進めていくというか、時間だけ合わせていこうと

すると、結局学校で仕事が終わらないと家に持っ

て帰る。超過勤務をしない習慣とか早く帰る習慣

とかいろいろなものを目標達成させようと進める

と、無理に進めるとですよ。進めていかなければ

いけないのだけれども、無理に進めると、家で仕

事するのが常態化してしまうというふうにはした

くはないのです。だから、そこら辺も気をつけな

がら、根本は国だと思っているけれども、今自治

体でできることをやっていかなければいけないと

いう状況ですので、しっかりと、あと１年ですか、

１年半ですか、やっていただきたい。国の状況も

見ながら、そしてまた声も上げていかなければい

けないと思うのです。無理なものは無理だという

ふうに言っておかなければいけないと思うし、そ

こら辺をお願いしたいと思いますけれども、最後
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働き方の改革のほう、決意のほどお願いいたしま

す。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員から

の再度のご質問にお答えいたします。 

 決意と申しますか、確かに義務教育学校、小中

教員も大変な労働環境にあろうかと思います。こ

れは、重々認識をしているところでございます。

少しでも負担の軽減になるようにさまざまな取り

組みといいますか、実施をしてまいりたいと。い

ろいろと意見を聞きながらやっていきたいと思い

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇17番（土屋美奈子君） 学力テストのほうをお

伺いいたします。 

 今年度から公表をするということで、この理由

としては保護者や地域と課題を共有することだと

いうような答弁がございました。学力テストを公

表して、そして課題を保護者や地域とこの公表で

共有できますか。余り当てにはならないと思って

いるのです、このテストの公表をすることが。効

果が出ると私は思っていないのです。今回レーダ

ーチャート式で公表したという答弁先ほどありま

したけれども、例えば余市町ではなくてもいい。

100人いる学校で優秀な子が二、三人いる学校と生

徒が５人で優秀な子が二、三人いたら、このレー

ダーチャートって随分変わりますよね。例えば数

学の得意な子が５人の中に２人いたら、そこの平

均点というのはぐんと上がるから、レーダーチャ

ートは全国平均を超えていくのだろうけれども、

この子たちが大きな学校にいたからってその学校

のレーダーチャートの平均点は上がらないわけで

しょう。そうしたら、どこをどう比較して、課題

を共有するというものになるの。これそもそも当

てになるものだと思っておりますか。どう捉えて

いますか、この公表について。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員から

の再度のご質問にお答えいたします。 

 この北海道版の公表の仕方はレーダーチャート

方式で、これは国の平均正答率、これを100とした

場合の、その中に北海道の平均正答率がこういう

四角い、丸いレーダーチャート式の中のどの位置

に位置するか、市町村はどの位置つくか。今まで

の私どものほうの公表の仕方とすれば、例えば上

回っている、やや上回っている、同様、下回って

いるとか、そういう表示だったのですけれども、

この方式にしますとやはり四角で、図でどの程度

国と道との差があるのかということが、数字はわ

かりませんけれども、平均正答率の差が図でわか

るというような感じになります。この効果といい

ますと地域の方々にやはり自分たちが住んでいる

学校の状況、そういったものがどうなっているの

か、そういったものに関心を持っていただいて、

そして学校の課題だとか、あるいは学校運営だと

か、コミュニティ・スクールにつながっていく部

分もありますけれども、そういった部分で興味、

関心を持っていただいて、学力も関心を持ってい

ただいて、総合的に学校の力をつけていくと、そ

ういった狙いがあると私は思っております。です

から、過度の競争につながるという部分につきま

しては、今はそういったことはもうないのではな

いかというふうに考えました。いわゆる方針を転

換させていただいたということなります。 

〇17番（土屋美奈子君） この結果の公表につい

ては、北海道179市町村ほぼほぼ公開をしていて、

公開をしていなかったのはこれまで本町とここら

辺近隣、４つの自治体。これが結構強い意味を持

ってきたと私は思っているのです。みんなが一律

に公表しているけれども、これ私はここに余市町

の教育委員会としては芯があってやってきたのだ

と思っているのです。今課題を共有することでと

言ったけれども、結局テストの点数、ここに関心

が行ってしまうでしょう。全国でどんなことが起

きているかは調べましたか。どういう状況があっ

たか。ことしの夏には、大阪ですけれども、知事

がもしも学力が全国で最下位になったら私のボー
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ナスを返上しますと言って、そして返上したのだ

けれども、去年の時点で言って、来年の学力テス

トが最下位だったら私のボーナスを返上しますと

言って、学校現場にプレッシャーをかけたのです。

そして、１年たって、国語の成績かな、全国最下

位だったと。そうしたら、そのときは大阪の知事

ではなくて市長です。市長時代に言ったけれども、

知事になってから返上したのです、ことしの夏に。

だけれども、学校現場としてはそこまで言われた

らプレッシャーがかかる、点数に。ほかの学校で

は、最初から学力をとれないなと思う子にはテス

トを受けさせないという事例も、昔もあったのだ

けれども、今回も起きている。そして、別室でテ

ストを受けさせて、成績悪いなと思う子たちを選

んで、別室連れていって、テストを受けさせて、

答えを教えて書かせた、こんな自治体も出てきて

しまった。学力が全てになってしまっている都道

府県は最下位にならないことに集中をしてしまっ

て、子供たちは学力がそれほどすばらしくなくて

もきっとスポーツできる子もいるかもしれない、

音楽がいい子もいるかもしれない、美術がうまい

子がいるかもしれない。ただ、公表することによ

って地域と共有するものは学力でしょう。学力に

目が行ってしまうから、だから公開するのはどう

なのかと言っている。だから、余市町の教育委員

会が公開してこなかったのは、そういった柱を持

ってやってきたのだと思っていたのです。何も変

わっていないでしょう、何か状況が。これまでど

れだけ教育委員会としての芯を持ってここを公表

してこなかったのか。何回も言われたでしょう、

道教委から。公表してくださいと。だけれども、

しなかったのです。今回したということ、何も状

況変わっていないのに、どうしてころっと変えた

のか、ここら辺がわからないのです。はっきりと

ここを公表してこなかったということが強い意味

を持っている、道内では。ほかの町村にも。ほか

に問題点があるのではないの、テストばかりを見

てしまっているのではないの、そういう一つだっ

たのです。だから、ここはもう少しどういった、

ありきたりな答弁ではなくて、どんな芯を持って

やったのかお聞かせいただきたいと思います。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員から

の再度の質問にお答えいたします。 

 昨年まではやはり私どもの教育委員会、教育委

員の中でもそういった懸念があるのではないです

かという話もあって、ずっとそこは勘案しまして、

北海道版の公表というのは控えてきました。私の

ほうでいろいろと調べはしたのですけれども、公

表する理由とすれば先ほど申し上げた理由なので

すけれども、全道179市町村のうち３町村は北後

志、３町村は本町を含めて今年度から公表、残る

は全道では１自治体という形になります。各管内

の教育長さん方にもいろいろお話をお聞きしまし

た。北海道版に公表することによって何か問題が

起きたかというと、そういった問題は一切生じな

かったという話を伺っております。ただ、先ほど

おっしゃったスポーツの得意な子、いろいろなも

のや分野が得意な子、それは確かにそうでしょう。

それは、考えは同じくするところであります。た

だ、基本となるのは義務教育時代における確かな

学力を習得しなければ、子供たちが成長していく

中でいろいろな場面で苦難な状況に立ち行くとき

もあるかもしれませんけれども、そういったとき

にそういった判断を誤らないような部分ではきち

んと学力の向上というのは義務教育が果たすべき

役割であって、学力の向上なくしてやはり私は学

校教育というのは成り立たないのかなというふう

に思っております。 

 ですから、それと公表する意味合いというのは

どうなのかという質問だと思います。非公表にす

る意味合いというのも全道、全国的にもう薄れて

きたのではないかなと私は思います。先ほども申

し上げましたけれども、やはり地域の方々という

のは自分の住んでいる学校というのはどの程度の



 

－59－ 

  

学力を持っているのだろうか、何かお手伝いする

ことができないのだろうかと、そういった部分の

関心を持っていただいて、学校の力をつけていこ

う、そういうふうには考えて、公表に踏み切って

おります。それで、各学校ごとに北海道では公表

するわけではなくて、市町村ごとの単位で公表し

ますので、個別の学校ということは公表されない

わけでございますから、ましてや児童生徒が特定

されるわけではございませんので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

〇17番（土屋美奈子君） 確かに確かな学力をつ

けていくということは大切なことだと思っていま

す。ただ、公表するということでさまざまな問題

が起きているというのも事実なのです。２年前な

のですけれども、福井県で県議会が福井県の教育

行政の根本的見直しを求める意見書というものを

採択したのです。福井県は、全国一の科目が何教

科もあって、トップなのです。そこが今のやり方

がおかしいという意見書を県議会が採択した。そ

れは、その背景には学力を求める余り、日本一を

何個もとっているから、だからそこに頭が行って

しまったのです。落ちるわけにいかなくなってし

まって、子供たちを見られなくなった。そして、

先生たちがそういった中で仕事している中で子供

の声をきちんと聞くことができなくて、男の子が

１人飛びおりて自殺をしたのです。それを受けて、

学力だけを目指すのが教育ではないという意見書

を県議会が全会一致で採択した。これも学力テス

トの弊害なのです。各地で何も起きていないかと

いったら、起きているのは間違いない。だから、

そういったこともいろいろなところでさまざまな

ことが起きているから、もちろん教育長の言うよ

うに、確かな学力をつけていなかければいけない

けれども、生きる力もつけていかなければいけな

いし、それ以外の部分もたくさんやらなければい

けないことがある。先ほど答弁でチャレンジテス

トをやっていると言ったけれども、チャレンジテ

ストの内容というのは北海道の教育委員会がつく

った過去問を中心にしたテストでしょう。新しい

ことを勉強するのではないのです。テスト対策、

それも多分４月の学力テストの事前に練習みたく

して少し前にチャレンジテスト、チャレンジテス

トとやって、そして本番受けさせる。その間に本

当はもっと新しい学びということをやる時間があ

るかもしれないのに、テストのためにすごく時間

をとって、過去のことを何回もやると。だから、

そういうあり方がいいのか悪いのかということも

立ちどまっている自治体も今あるのです。だから、

そこら辺もしっかりと公表するという意味を考え

てくれたのかどうなのか。公表、確かにレーダー

チャート式だから、それほどではないかもしれな

いけれども、今までうちの町が公表してこなかっ

たということに意味があって、そこをいろいろな

弊害が起きていることへのしっかりとした意思を

うちは持っていたのだなと思っていたから、そう

いうことも頭に入れながら、全国の状況を見なが

ら取り組んでいただきたいなと思いますけれど

も、再度見解を最後お願いいたします。 

〇教育長（佐々木 隆君） 17番、土屋議員から

の再度の質問にお答えいたします。 

 北海道版に公表したということにつきまして

は、前段冒頭説明、お話をさせていただいたいろ

いろなことを検討して、方針を転換をさせていた

だいたということでございます。さまざまな地域

でのいろいろな弊害があるという問題も話を伺い

ました。そういったものにつきましては、重々私

のほうも心にとめて、今後学校教育、義務教育に

邁進をしてまいりたいと思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 土屋議員の発言が終わり

ました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明13日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ３時００分 
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